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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和５

年第７回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番髙橋秀明さん、５番宮

崎奈津江さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１２月５日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 〔登壇〕 令和５

年第７回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る１２月５日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、議案８

件、報告事項３件ほかであります。 

本日、１２月１２日、１日目は、まず初

めに、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に横山清美さん、藤原公一さん、馬場博美

さん、大原昇さんの４名を予定しておりま

す。 

２日目、１２月１３日は、前日に引き続

き一般質問を行い、松浦和浩さん、木村利

昭さん、宮崎奈津江さん、稲垣淳一さん、

私、上杉晃央の５名を予定しています。 

３日目、１２月１４日は、前日に引き続

き一般質問を行い、髙橋秀明さん、大江道

男さん、吉住博幸さんの３名を予定してい

ます。 

その後、経済教育常任委員会より事務調

査結果報告があります。 

その後、議案審議へと入り、議案第５９

号オホーツク町村公平委員会規約の変更に

ついて及び議案第６０号美幌町税条例の一

部を改正する条例についてを審議します。 

４日目、１２月１５日は、前日に引き続

き議案審議へと入り、議案第６１号令和５

年度美幌町一般会計補正予算（第９号）に

ついてから議案第６６号令和５年度美幌町

病院事業会計補正予算（第４号）について

までの議案審議を行い、その後、報告案件

などを予定しています。 

次に、本定例会において意見書の提出を

求める陳情を３件受理していますので、そ

の取扱いについて報告いたします。 

北海道弁護士会連合会からの再審法改正

に関する意見書提出の陳情について意見書

を作成し、国等の関係機関へ提出すること

にいたします。 

なお、渡部清さんからの福祉行政におけ

る人事に関する陳情、小坪慎也さんからの

年金制度における外国人への脱退一時金の

是正を求める意見書提出の陳情について

は、資料配付の措置といたしました。 

以上のとおり、審議を進めることとし、

会期を本日、１２月１２日から１２月１５

日までの４日間といたします。 

なお、審議の進行状況によっては日程を

変更する場合もありますので、議員及び行

政職員各位におかれましては、御理解と御

協力をお願いします。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには真摯な

答弁と対応をお願い申し上げて、議会運営

委員会委員長としての報告といたします。 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報
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告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から１２月１５日までの４日間としたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日から１２月１５

日までの４日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

信しておりますので、御了承願います。 

なお、早田選挙管理委員会委員長、千葉

農業委員会会長、所用のため、明日以降欠

席の旨、それぞれ届出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので、御了

承願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（戸澤義典君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 本日、

ここに令和５年第７回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に御寄

附についてであります。 

去る１０月６日、新町１丁目にお住まい

の尾島弘康様から、子供たちのスポーツの

振興に役立てていただきたいと、２００万

円の御寄附をいただいたところでありま

す。 

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいります。 

第２に農作物の生育状況についてであり

ます。 

本年の春先の天候は融雪が早く、その後

も好天が続き、播種作業は平年より早く終

了しました。 

６月は気温が高く、日照時間も長く推移

したため、生育は平年より早く進みまし

た。 

７月中旬は、局地的な大雨により農業被

害が発生するなど、降水量は平年よりかな

り多くなりました。 

７月下旬以降は、気温が平年よりかなり

高く推移し降水量も多かったことから、生

育への影響が見られた作物もありました。 

９月以降の収穫作業は降雨日が多く、一

部で収穫遅れの圃場がありましたが、おお

むね平年並みに進みました。 

こうした状況から、各作物の予想される

収量及び品質につきましては、水稲は千粒

重、稔実歩合、収量、いずれも平年並みと

なりました。 

秋まき小麦は、生育が順調で収穫作業も

早く始まり、穂数、千粒重、一穂粒数、収

量ともに平年並みで、品質は平年をやや上

回りました。 

春まき小麦は千粒重、一穂粒数は平年並

みだったものの、穂数が平年よりやや少な

かったことから、収量は平年をやや下回

り、品質は平年並みとなりました。 

てん菜は、根部肥大は順調に進んでいた
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ものの、７月以降の高温による病害の影響

から、収量は平年よりやや低く、根中糖分

も低くなりました。 

バレイショは、上イモ数、上イモ１個

重、規格内収量ともに平年をやや上回りま

したが、でん粉価は早生品種、晩生品種と

もに平年より低くなりました。 

タマネギは、生育が順調で収穫作業も早

く始まりましたが、高温による影響で小玉

傾向となり、規格内率、規格内収量、品質

全ての面において、平年をやや下回りまし

た。 

大豆は、百粒重は平年を下回ったもの

の、さや数が平年より多かったことから収

量は平年を上回り、品質は収穫時期の降雨

により一部でしわ粒などが生じたものの、

平年並みとなりました。 

小豆は、さや数は平年並みだったものの

百粒重が平年を下回ったことから収量は平

年を下回り、品質は９月以降の降雨により

収穫遅れの圃場が多く、平年を下回りまし

た。 

菜豆は、さや数は平年より多かったもの

の、百粒重が平年を下回ったことから収量

は平年をやや下回り、品質は開花期以降の

高温傾向による子実の着色が悪く、平年を

下回りました。 

牧草は、一番草、二番草ともに収量、品

質は平年をやや上回りました。 

サイレージ用トウモロコシは、収量は平

年よりやや多く、品質は平年並みとなりま

した。 

なお、５月から１０月における降水量、

気温、日照時間は参考資料のとおりであり

ます。 

次に、御提案いたします議案等につい

て、御説明を申し上げます。 

規約の変更について。 

議案第５９号オホーツク町村公平委員会

規約の変更については、令和６年４月１日

より共同設置する地方公共団体の長を大空

町長から興部町長に変更することに伴い、

規約を変更しようとするものであります。 

条例の制定について。 

議案第６０号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定については、国民健康保険税

について、令和６年１月１日より子育て世

代の負担軽減や次世代育成支援等の観点か

ら、出産する被保険者の産前産後期間分の

所得割及び均等割の免除に係る規定が新た

に創設されたことに伴い、所要の税条例の

改正を行おうとするものであります。 

令和５年度各会計補正予算について。 

一般会計の主な内容としては、各小中学

校ほか７施設のエアコン設置工事費として

３億４,７８８万６,０００円を、畑地化促

進事業の実施に伴う農林水産省の間接補助

として４,９９６万７,０００円の増額をは

じめ、事務事業の確定に伴う整理、地方債

の変更などを行おうとするものでありま

す。 

特別会計・企業会計の主な内容として

は、後期高齢者医療特別会計については、

広域連合市町村保険料等負担金の減額など

を、水道事業会計については、高野第一加

圧ポンプ所移設実施設計委託料の減額など

を、公共下水道事業会計については、下水

道管渠点検調査業務委託料の減額などを、

個別排水処理事業会計については、企業債

償還利息の増額を、病院事業会計について

は、会計年度任用職員の雇用形態変更に伴

う給与費の減額及び施設器具等修繕料の増

額などをそれぞれ行おうとするものであり

ます。 

なお、細部につきましては、後ほど担当

部長より御説明を申し上げますので、御審

議の上、原案に御協賛を賜りますようお願

い申し上げまして、行政報告と提出案件の

概要説明といたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これで、行政報告

を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 
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○議長（戸澤義典君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） 〔登壇〕 ただい

ま、議長より発言の許可をいただきました

ので、通告に従いまして２点、一般質問を

させていただきます。 

まず、１点目につきましては、我が町の

誇る部活動の将来について。 

地域の貴重な財産・資源である部活動を

持続的なものとして活用していくための手

段について。 

国の学校部活動及び新たな地域クラブ活

動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン及び北海道の北海道部活動の地域移行に

関する推進計画は、多様で持続可能なスポ

ーツ・文化芸術活動に親しめる環境整備を

目的とし、部活動の地域移行に取り組む考

えを示しています。 

美幌町の中学生にとっても、地域の貴重

な財産・資源である部活動の地域移行は、

多様な体験機会が確保されるとともに、変

化を前向きに受け止め、自らの長所を伸ば

しつつ課題を乗り越え、他者と協働し人生

を切り拓いていくきっかけになると思いま

す。 

また、部活動を通じて地域の実情をより

詳細に捉え、地域の長期的な在り方を共有

し、我が町の営みを再考するための貴重な

機会になるとも考えます。 

地域の子供たちを地域で育てることがで

きる体制を整備し、我が町の誇る部活動の

将来を効果的で実践的にサポートすること

が、生徒、学校や地域にとって大きなメリ

ットがあると考えますが、町の考えについ

てお伺いいたします。 

２点目につきましては、高齢者施策につ

いてであります。 

健康寿命延伸に向けての取組と今後の展

開について、運動器具等の設置による健康

増進について、地域集会室のＷｉ－Ｆｉ等

通信環境の整備について。 

厚生労働省は、健康寿命延伸プランの基

本的方向性と目標の中で、人生１００年時

代を迎えようとする今、求められる社会保

障の姿は、国民誰もが、より長く、元気に

活躍できて、全ての世代が安心できる全世

代型社会保障であると示しています。 

また、その実現に向けては、高齢者をは

じめとする意欲のある方々が社会で役割を

持って活躍できるよう、多様な就労・社会

参加ができる環境整備を進めることが必要

であり、その前提として、特に、予防・健

康づくりを強化して、健康寿命の延伸を図

ることが求められるとしています。 

さらに、国民皆保険制度や介護保険制度

を整備し、生活の安定を図り、安心を確保

しつつ、ライフステージに応じた健康づく

りを、地域や職場を巻き込んで総合的に推

進してきた結果、２０１６年の健康寿命は

男性７２.１４年、女性７４.７９年と、着

実に延伸しているとしています。 

そして、今後、さらなる健康寿命の延伸

を図るためには、これまでの取組をさらに

推進するとともに、健康無関心層も含めた

予防・健康づくりの推進、地域・保険者間

の格差の解消に向け自然に健康になれる環

境づくり（健康な食事や運動ができる環

境、居場所づくりや社会参加）や行動変容

を促す仕掛け（行動経済学の仕組み、イン

センティブ）など新たな手法も活用し、

１、次世代を含めた全ての人の健やかな生

活習慣形成、２、疾病予防・重症化予防、

３、介護予防・フレイル対策・認知症予防

を中心に取組を推進することで、２０４０

年までに健康寿命を男女ともに２０１６年

比で３年以上延伸し、７５歳以上とするこ

とを目指すとしています。 

なお、これらの取組を推進し、健康寿命

延伸の目標を達成するためには、新たな手

法を積極的に活用しつつ、地方自治体や保

険者など関係者・関係団体とこれまで以上

に連携して、地域ぐるみや職場ぐるみで予
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防・健康づくりを進めることが必要である

としています。 

これらを視野に入れた高齢者施策におけ

る以下の３点について、町長の考えをお伺

いいたします。 

一つ目、健康寿命延伸に向けての取組と

今後の展開について。 

美幌町第Ⅲ期健康増進計画における高齢

者に対する取組状況と、第Ⅳ期素案策定に

向けた今後の展開・方針についての考えを

お伺いします。 

特に、生涯を通じた健康づくりの推進を

する中で、乳幼児期から高齢期までのそれ

ぞれのライフステージにおける健康に関す

る課題を捉えて、対策の検討を行う上で、

現状の高齢期（６５歳から７４歳）の年齢

範囲を見直し、後期高齢者も含めた全世代

型の計画を策定する考えはないのか、お伺

いいたします。 

二つ目、運動器具等の設置による健康増

進について。 

公園等に高齢者向けの運動器具を設置し

て、健康増進につながるような取組も必要

であると考えます。 

現に、ＮＨＫの番組の中で「変わる公園

の風景」と題して、東京都大田区では、公

園に健康遊具を設置し、そこで行われる運

動教室に多くの高齢者が参加し、健康が回

復している例が紹介されていました。 

高齢者の健康促進、介護予防、医療費の

抑制のため、身近な公園や緑道、緑地等に

楽しみながら遊び感覚で利用でき、ストレ

ッチや軽い筋力トレーニングなどの運動が

可能な高齢者向け健康遊具を設置すること

が望ましいと考えますが、町長の考えをお

伺いいたします。 

三つ目、地域集会室のＷｉ－Ｆｉ等通信

環境の整備について。 

ｅスポーツは、リアルスポーツを補完す

るものとして活用されています。 

リアルスポーツと比べて激しい身体活動

を伴わないことから、健康増進と縁遠いよ

うに思えるｅスポーツですが、そのプレー

スタイルから高齢者にとっては取り組みや

すい種目とも言えます。 

具体的には、手指を使う動作による認知

症の予防や、プレー中のコミュニケーショ

ンなどを通じて、高齢者の健康増進に活用

しようとする事例が挙げられます。 

さらに、リアルスポーツにはない長所と

して、リモートで実施できる点がありま

す。 

通信環境さえあれば、町内外を問わず過

疎地域でも継続して実施可能であること、

高齢者のデジタルリテラシー向上に寄与で

きることも期待できます。 

また、災害時にも情報を受発信できるこ

とを視野に入れ、自治会加入率の減少等に

よる財政負担が厳しい自治会の状況を鑑

み、地域集会室におけるＷｉ－Ｆｉ等通信

環境の町による整備について、町長の考え

をお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 横山議

員の御質問に答弁いたします。 

なお、我が町の誇る部活動の将来につい

ては、教育長から答弁いたします。 

初めに、高齢者施策について。 

御質問の１点目、健康寿命延伸に向けて

の取組と今後の展開についてであります

が、美幌町第Ⅲ期健康増進計画は、平成 

３０年度から令和５年度までを計画期間と

して、生活習慣病、栄養・食生活、身体活

動・運動、たばこ対策の四つを重点項目と

して取り進めております。 

生活習慣病では、特定健診の受診者数を

増やすため、若者健診やスピード健診を実

施するとともに受診勧奨を行い、結果説明

会において、保健指導や定例健康相談を行

っております。 

栄養・食生活では、食のリズムについて

の知識の啓発を図るため、間食や食べる時

間・回数など、ステップ別の取組について

栄養教室や講話を開催するとともに、子供
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の頃から食に関心を持ってもらうため、健

康教室の開催や給食を通した栄養学習など

を行っております。 

身体活動・運動では、意識的に体を動か

すことを目標に、１０分程度の簡単な運動

プログラムの啓発やしゃきっとＤＶＤの作

成、健康マイレージに運動記録も追加する

などの取組を行っております。 

たばこ対策では、小中学生・高校生にた

ばこについての知識の普及のため、健康教

室の実施や受動喫煙防止の講演会の開催、

子育て世帯禁煙サポート事業の推進、公共

施設で敷地内禁煙の実施などを行っており

ます。 

第Ⅳ期健康増進計画につきましては現在

策定中でありますが、これまでの取組状況

や計画作成に当たって行ったアンケートな

どから、年齢期ごとの健康課題に対し取組

を進めていける内容にしたいと考えており

ます。 

御質問の高齢期（６５歳から７４歳）の

年齢範囲の見直しですが、第Ⅳ期健康増進

計画におきましては、これまで同様、６５

歳以上の方々を対象とした計画とすること

で策定作業を進めているところであります

ので、御理解をお願いいたします。 

次に、御質問の２点目、運動器具等の設

置による健康増進についてでありますが、

本町における各公園には、主に子供向けの

遊具が設置されている状況で、健康遊具は

ほとんど設置されていない状況でありま

す。 

現在、高齢者の健康増進・介護予防のた

めに実施しているしゃきっと教室やシニア

マシン教室などの各教室の充実を図るとと

もに、しゃきっとプラザ運動指導室・健康

遊浴室のより一層の利用促進に取り組んで

まいりたいと考えておりますので、御理解

をお願いいたします。 

最後に、御質問の３点目、地域集会室の

Ｗｉ－Ｆｉ等通信環境の整備についてであ

りますが、ｅスポーツのうちエクサゲーム

やリズムゲームなどは、全国的にも高齢者

施設での利用や自治体での体験会の開催な

ども行われているところですが、ｅスポー

ツに取り組む場合には、認知症予防だけで

はなく、高齢者同士の交流や異世代交流な

ども視野に入れた取組にすることが望まし

いと考えております。 

また、機器の操作方法やゲーム・運動の

やり方などの指導が必要であり、講習会や

体験会など、プロセスが必要となることや

ニーズが不明確であるため、今後、研究し

てまいりたいと思います。 

また、災害時における情報受発信のため

の集会室へのＷｉ－Ｆｉ等通信環境の整備

についてでございますが、指定避難所であ

る集会室においては、一部Ｗｉ－Ｆｉ環境

が整備されておりますが、未整備の施設に

関しましては、必要性や設置及び維持に係

る費用負担を鑑み、今後検討してまいりま

すので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 横山

議員の御質問にお答えいたします。 

部活動の地域移行への考え方であります

が、近年、少子化による児童生徒の減少に

より、学校単位での部活動の維持及び運営

が年々厳しくなっている状況にあります。 

このため、将来にわたり子供たちがスポ

ーツ・文化芸術活動に取り組める体制を構

築するため、受け皿、指導者、利用施設の

確保などを部活動ごとに整理している段階

であり、積極的に取り組んでおりますが、

地域移行までには時間を要するものと考え

ております。 

しかしながら、部員の減少や指導者不足

などにより学校単位での継続が困難な部活

動は、持続可能な体制を優先する必要があ

るため、現在、中学校と教育委員会で協議

を重ねながら、取り組み可能な部活動から
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拠点校方式への移行を進めている状況にあ

ります。 

将来的な地域移行への体制構築は喫緊の

課題と捉えておりますが、まずは、拠点校

方式への取組などにより部活動を継続させ

ることを最優先した後、受け皿や指導者等

の問題が解決され次第、速やかに地域移行

する考えでありますので、御理解をお願い

いたします。 

以上、御答弁いたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） それでは、町長並

びに教育長から御答弁いただきました関係

につきまして、改めて再質問をさせていた

だきたいと思います。 

最初に町長から答弁をいただいたのです

が、前回の定例会では、教育長に対する質

問が途中で終わった経緯もありますので、

先に教育長から再質問をさせていただこう

かなと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

それではまず一つ目、拠点校という形で

の取組を現状進めているという部分であり

ますが、実質３年間の中で計画を立て、令

和８年度から地域移行を実施するという考

え方からいきますと、もう令和５年度も終

了する、６年度、７年度と２か年しかない

状況の中でありますが、改めて、令和６年

度、令和７年度はどのような形で進めるの

か、年度ごとにどのような形で進めようと

しているのか、その辺の計画内容を詳細含

めてお伺いさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの年度

ごとの取り進めということでございます

が、まずもって、現段階の状況でございま

す。 

これまで、各学校と教育委員会で、部活

動の地域移行について協議してきたところ

でございます。 

また、外向けの周知といたしましては、

スポーツ協会の総会の際に、各競技団体の

代表者、スポーツ協会の理事が出席してお

りますけれども、このようなことで考えて

いるよという全体像をお示しさせていただ

きました。 

また、今後になりますけれども、令和５

年度は、来週１２月１８日でございます

が、両校の保護者並びに関係者を対象とし

た説明会の開催を予定しております。 

そのような中で、１回目の答弁でも申し

上げましたように、まずは拠点校方式の導

入を考えております。 

例えば、今、合同部活動がよくあります

けれども、美幌中学校と北中学校それぞれ

の男子バスケット部を合同で一つのチーム

をつくるという状況でございます。 

これに対して、拠点校方式というものが

ございます。 

これは、美幌中学校か北中学校、どちら

かの部に集約するという状況でございま

す。 

まずは、この拠点校方式を令和６年度の

４月から行っていきたいと考えておりま

す。 

競技種目については、今、サッカー、バ

スケット、野球、この三つを想定しており

ます。 

これと並行しまして、そのほかの部活動

に対しては、教育委員会と学校で継続して

協議しながら、環境が整った部活動から地

域移行を考えております。 

さらには、今、想定しておりますのは弓

道でございますが、こちらは美幌中学校に

しかございませんけれども、ここもなかな

か指導者がいないという現状にあります。 

これらにつきましても、例えば、美幌高

校に弓道部がございますので高校と連携す

るだとか、そのようなことも考えておりま

す。 

また、吹奏楽につきましても、人数が少
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なくなっているという状況がございますけ

れども、本町の受け皿としまして、美幌町

吹奏楽育成会という非常にしっかりされた

団体がございますので、こちらと連携して

いきたいと考えております。 

いずれにせよ、子供たちの活動、文化・

スポーツ・芸術の活動がしっかり継続でき

るような取組を考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 令和６年度４月か

ら拠点校方式への移行という部分で、今お

話をいただきました。 

ありがとうございます。 

今の段階で、４月からはサッカー、バス

ケ、野球という部分でありますが、その

後、受け皿としては吹奏楽の育成会という

話もありました。 

今回、美小と東陽の合同ブラスバンド部

が、大阪の全国大会で金賞を受賞したとい

うことで、すばらしい成績を上げてきてい

るというのが実情であります。 

吹奏楽の育成会のお話を聞きますと、中

学校の入学については、その中の一人だけ

が美中でほかは全員北中という状況で、育

成会も含めて親御さん方も吹奏楽はどうな

るのかと言っておりました。 

現状、教育委員会の中には、定年された

校長先生が２名配属されていて、その方々

がそれぞれ地域移行に伴うものなのか、こ

れから出てこようとする小中一貫教育の部

分の携わりかどうか分からないですれけ

ど、どちらの先生にどのように対応をお願

いしていいのかということが全く見えない

のだという話を育成会から聞いています。 

教育委員会にいるＯＢの校長先生方の対

応をもう１回、改めて教えていただければ

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねでございますが、教育委員会学校教育課

に今年から２名の指導主事を配置しており

ます。 

これまで１名だった体制を２名に強化し

たものでございます。 

その業務といたしましては、小中学校に

対する指導全般でございます。 

それに加えて、今、議員からありました

ように様々な課題がございます。 

一つは小中一貫教育の推進、一つは部活

動の地域移行、さらには学校運営協議会と

いった三つの大きな特定のプロジェクト的

なものもございますが、それらにつきまし

ても、学校教育課長が先頭になって取り進

めているという状況でございます。 

また、吹奏楽育成会のお話がありました

けれども、私も部長も懇談の中でよく話を

させていただいているのは、町にとって非

常に大切な文化芸術活動であり教育活動で

あると。 

町と学校と保護者会と吹奏楽育成会、し

っかり同じ方向を向いて進めていきましょ

うというお話をさせていただき、この点に

ついては御理解いただいております。 

ただ、議員からお話ありましたように、

この先どうなるのだという不安もありまし

た。 

おっしゃるように、今、吹奏楽部は美幌

中学校で１２人、北中学校で１１人という

状況でございます。 

今、小学校から上がった子が入ったとし

てもそれぞれ１３人だとか１７人と、コン

クールにしてはかなり薄いような状況でも

ございます。 

そのような中で、一つの選択肢としては

合同バンドということも考えられます。 

今まで、小学校は合同バンドで出ていま

したけれども、中学校はそれぞれ単独であ

りました。 

この先の発展を見据えた中で、これにつ

いても各学校と教育委員会、育成会がしっ

かりと連携した中でよりよい方向を見出し

ていければと思っておりますので、よろし
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くお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） その辺をうまく進

められるような形で、ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

あと、先ほど弓道部のお話も出まして、

美中の弓道部の生徒は全国大会にも出場し

たりだとか、本当にすばらしい成績を残し

ている子供たちです。 

なかなか部活動ができない状況の中で、

先ほど、美幌高校の弓道部とのタイアップ

的な要素のお話もちらっと出ておりました

が、現状、町長が北見工大と包括連携を結

んでおり、北見工大も優秀な弓道部があり

ますので、その包括連携の一つとして、北

見工大といろいろな形で部活動の地域移行

の関係を。 

受け皿までいかなくても指導を受けるだ

とか、そのようなことも考えられると思い

ますが、北見工大との関係もどうかなとい

うことをお伺いさせていただこうかなと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 弓道の関係でご

ざいますが、私からの答弁が一つ漏れてお

りました。 

今現在、美幌中学校の弓道部は外部指導

者ということで、学校関係者以外の者が指

導に当たっているという状況にもございま

す。 

議員からお話がありましたが、北見工大

と包括連携協定を結んでおり、様々な部分

で協力していただいているところでござい

ます。 

北見工大を含めた中でしっかりと持続で

きるように、どのような形がいいのかとい

うことをまた検討させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 拠点校方式への移

行につきましては非常にありがたい部分な

のですが、現状、拠点校方式に移行したと

きに公式戦だとか、大会への参加条件、こ

の辺も必ず各競技の要項により、いろいろ

な違いが出てこようかなと思います。 

拠点校方式に移行したときに、大会に参

加できませんよだとか、そのようにならな

いきちんとした取組をしていっていただけ

ればと思っております。 

あわせて、美中の生徒が北中に行く、北

中の生徒が美中に行くという状況の中で、

足の確保というのもいろいろ問題が出てこ

ようかなと思います。 

その辺につきましては、町がスクールバ

スを出してくれるのか、保護者が送り迎え

をしなければいけないのか、それとも先生

の送迎があるのかないのか、その辺も非常

に重要なところだと思うのです。 

拠点校の部活動の要項についてもしっか

りとしたものをつくり上げていかなければ

ならないと思っておりますが、現状、要項

の関係につきましても取り組んでいるの

か、その辺の確認だけさせていただければ

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

先ほどの教育長の答弁にもありましたと

おり、令和６年度からまず、三つの種目に

ついて拠点校方式を実施していくというこ

とで考えております。 

当然、拠点校方式につきましては、地域

移行する段階の前のステップということ

で、拠点校方式に移行したからそのままと

いうことではなくて、弾力的にその都度そ

の都度協議を進めながら、地域移行へと進

めてまいりたいと思っております。 

拠点校方式は、教育委員会の予算等々も

絡んでくるのですが、その中でいろいろな

問題が出てくると思います。 

先ほど議員がおっしゃられたとおり、バ

スの問題です。 
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例えば、３種目についてバスが確保でき

るというものがクリアされたとしても、今

後どんどんそのようなものが進んでいく

と、またバスの部分をどうするかという検

討もしていかなければならないと思ってお

ります。 

現在のところ要項では、生徒間の移動に

ついては基本、徒歩または自転車となって

いるのが一般的な部分ではあるのですが、

当然、美幌町、北海道は冬の移動の際に雪

がありますので、バスでの移動も含めてそ

この部分はしっかり考えていきたいと思っ

ております。 

まず、来週の説明会の中で、単独では維

持が難しいということで、まず拠点校方式

にして部活動を進めていただきたいという

ことが一番最初の目的であります。 

その後、いろいろな問題につきまして

は、作成中であります要項の中で整理して

まいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 今、課長が答弁さ

れました形の中で、しっかりした要項をつ

くり上げていただきたいと思います。 

それと、今オホーツク管内でも既に地域

移行を計画されて、ある程度移行しつつあ

る紋別市、さらに北見市は新たにプロジェ

クトチームをつくり上げるという状況で、

オホーツク管内でも結構早い段階でそのよ

うに進んできているのが現状だと思いま

す。 

美幌につきましては、来年４月から拠点

校方式を採用された場合、あくまでも紋別

市だとか北見市で既に地域移行しつつある

ようなところの学校の先生が管内の異動で

美幌に来たときに、美幌はまだこのような

状況かとなりかねないような気がしないで

もないのです。 

その辺の心配はしなくてもいいのかなと

思ってはいるのですが、紋別市、北見市は

進んでいる状況の中で、先生の異動に伴う

美幌町としての対応はどのように考えるの

かということをお伺いさせていただこうか

なと思います。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいま先進事

例のお話がありましたが、紋別市、北見市

いずれも教育委員会レベルで情報交換だと

か、いろいろな指導を受けているだとか、

そのように取り組んでいる状況でございま

す。 

また、教職員の人事異動でございます

が、特に、中学校になると、教科と部活動

が大きなポイントでございます。 

これらにつきましても、教育局レベルで

の人事異動になりますけれども、その辺も

加味した中で、ギャップがないだとか、せ

っかく進んでいるところが後戻りしないよ

うにするだとか。 

まずは、美幌町の部活動はこのように進

めていくというしっかりした方針を各学校

にも示すところでございますので、それに

沿った中でしっかりと進めていきたいと思

っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） その辺を十二分

に、先生方の対応もしっかりできるような

形で今後も進めていっていただければと思

います。 

先ほど、１８日に両校の保護者等々を含

めて説明会を開くという話もありました

が、さらに、ＮＰＯ法人、スポーツ協会で

も１回説明されたという話も聞いておりま

すが、現状それぞれ受け皿になり得る団体

から、自分は野球の関係をやらせていただ

いておりますので、そのようなところには

一切話が来ていないような状況にもありま

す。 

スポーツ協会に報告したからそれでよし

ということではなくて、今、サッカーだっ
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たらサッカー少年団、バスケットにしても

しかり、そして、野球は野球連盟がありま

すし、特にクロカンは小学校から高校まで

の少年団があるわけですよ。 

ですから、そのような少年団にも、これ

からやりますのでお願いしますということ

ではなくて、ある程度前段の説明をしっか

りしていかなければならないと思います。 

その辺の取組をもう少ししっかりやって

いただければ、それぞれ受け皿となる団体

も、いざ受けるときにある程度、腹をくく

ると思いますので、その辺の考え方を改め

て確認させていただければと思います。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） まず、説明の関

係でございますが、スポーツ協会は総会の

ときに私どもから説明させていただいたと

いう状況で、このときは意見交換というと

ころまではいっていないというのが率直な

状況でございます。 

また、各少年団、小学生対象の少年団と

は随時、情報交換だとか説明をさせていた

だいているところでございますが、こちら

についても、１８日の説明会もさることな

がら、個別の対応だとかもしっかりやって

いきたいと思っております。 

いずれにしましても、何度でも丁寧に説

明して、御理解いただいた中で進めなくて

はいけない事案だと思っておりますので、

御理解いただければと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） それでは最後に、

もしかしたらずれるかもしれないのです

が、美幌高校の絡みで今、クロスカントリ

ースキー部の指導者に対するいろいろな手

当だとか、町から特別に予算をつけていた

だいていると思います。 

来年３月、町内の中学校から陸上の全国

大会に出場した選手だとかが、何とか美幌

高校で陸上をやりたいのだということで、

その辺の話を自分も含めて、美幌高校に話

をさせていただきました。 

学校では当然、クラブがないので受入れ

できないと、大会に出場するだとかそのよ

うな部分についての支援はさせていただき

ますが、生徒の指導については、やはり、

地元の陸上団体にお願いせざるを得ないの

だという話を聞いております。 

仮に、クロカンの指導者だけではなく

て、陸上であり、弓道であり、いろいろな

部分が出てこようかと思うのですが、その

辺も含めて何とか今後考えていただけるよ

うな方法をお願いしたいなと思いますの

で、それを最後に２番目の質問については

終わらせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 美幌高校のクロ

スカントリーの関係でございますが、こち

らは外部指導者への報償ではなく、外部指

導を受けるための部に対する助成でござい

ます。 

まず一つは、ここで御理解いただければ

と思います。 

また、陸上されている子供さんの件、私

どもも承知しております。 

この件につきましても、高校に情報提供

させていただいたほか、地元の競技団体か

らもそのようなお話もいただいて、今後、

高校に入っても指導を継続していただける

という非常にありがたいお話がありまし

た。 

そこがうまくいくように、我々教育委員

会としても側面支援をしていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 教育長、ひとつよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、次に、１番目の関係につきま

して再質問をさせていただきたいと思いま

す。 
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自分が質問させていただいた内容につき

ましては、高齢期という年齢の取扱いの関

係でありますが、確かに、第Ⅲ期健康増進

計画の中を見ますと、高齢期というのは６

５歳以上としか書いていないということは

重々承知しております。 

しかしながら、今現在、第４期の素案を

策定中でありますが、その見開きを見ます

と６５歳から７４歳ということで、７４歳

で打切りになっているのです。 

全世代でいくという考え方からいけば、

あえて６５歳以上と終わらせて、７４歳と

いう部分については外してもいいのではな

いかということの趣旨で質問させていただ

きました。 

なぜ７４歳で終わらなければならないの

かという、その辺の理由について説明をお

願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の７４歳で区切らなければいけなかったの

かという御質問ですけれども、第Ⅲ期の評

価をする中で様々な評価指標を用いて評価

をさせていただいているところです。 

この健康増進計画単独の評価でなくて、

ほかの検診データですとか、高齢者福祉関

係、介護のデータですとか、そのようなも

のの指標も活用しながらの評価をしてお

り、全てではないのですけれども、一部 

７４歳までしかデータをとっていないもの

もございまして、その流れから当初７４歳

というところで１回区切って、議員おっし

ゃったとおり提案をさせていただいたとこ

ろでございます。 

その後になりますけれども、各委員から

７４歳で健康づくりは終わるものではない

ですよねというもっともな御指摘をいただ

きまして、内部で検討した結果、引き続き

６５歳以上という大きなくくりになるので

すけれども、そのような取組をしていきた

いということで、従来どおりの方針に変え

させていただいております。 

また、実は今日、議会終了後の夜に第３

回の推進委員会がございます。 

その中で、きちんとそのような御意見に

対して、このような形で訂正して進めてい

きたいという御説明をさせていただいた上

で、議案を審議いただくことを予定してい

るところでございます。 

ちょっと誤解を招く部分もあったのです

けれども、このような流れで方向修正させ

ていただきたいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） すみません、今の

答弁で理解ができないというか、あくまで

も６５歳以上で、７４歳を撤廃されたとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） はい、そ

のとおりになります。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） ありがとうござい

ます。 

仮に、それがまだ７４歳であれば、今

日、第３回が行われていることは知ってお

りますし、当然、その後、町民に対するパ

ブリックコメントもする予定だったと思う

ので、その段階であえて多くの７５歳以上

の高齢者にそのようなコメントを書かせよ

うかなと思っていたのですが、その必要性

がなくなったということで理解させていた

だきたいと思います。 

あと、次に、運動器具の設置に関する健

康増進の関係でありますが、しゃきっと教

室という部分でしゃきっとプラザに来てく

ださいよという答弁でしかないのですけれ

ども、遠方の方だとか、なかなかしゃきっ

とプラザに行けるような状況でない人のこ

とはどう考えるのかなと。 

もーびーがあるからいいのではないか、
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ワンコインバスがあるからいいのではない

かということで終わらせるのか、なぜしゃ

きっとだけにこだわるのかという部分をお

尋ねさせていただこうかなと思います。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 答弁上、しゃ

きっとプラザという表現が目立っていると

ころでございますけれども、実際、健康寿

命という部分につきましては、健康上の問

題によって日常生活が制限されることなく

生活できる期間ということで定義されてご

ざいます。 

その中で、健康とは何ぞやということで

ございますが、身体的、精神的、社会的に

調和のとれている状態と定義がされている

ところです。 

それらを含めた健康寿命の延伸というこ

とを考えたときに、まず、生活習慣病の予

防ということは大前提にあるかと思いま

す。 

それ以外に、身体でいけば軽運動ですと

か栄養摂取、また、精神面として近所付き

合いですとか社会参加、家族との会話とい

う部分、それと、自ら声を発するという部

分で合唱とか会話が有効だとされている文

献もございます。 

そのような中で、しゃきっとプラザの健

康器具で健康になっていただきたいのはも

ちろんなのですけれども、今、実際に地域

において、様々なサロンの活動とかを積極

的にしていただいております。 

その中で一つの触れ合い、先ほど申し上

げた精神面ですとか、発声ですとか、その

ような部分も含めた上で健康寿命の延伸を

図りたいと考えているところです。 

そうは言っても、人それぞれ様々なライ

フスタイルがございましたり、人と接する

のが苦手な方というのもいらっしゃるかと

思います。 

ですので、決して強要はできませんけれ

ども、その中で少しでも人と触れ合い、お

互いを認識して問題を共有しながら生活で

きるような環境づくりについて検討してい

きたいと考えているところです。 

その触れ合いの場をつくる上では、当

然、行政単独では不可能だと考えてござい

ます。 

地域ですとか、今活動いただいている各

種団体のお力をお借りしながら行政も協働

し、そのような問題を解決していきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 今の部長からの答

弁で、触れ合いの場、それぞれ各自治会だ

とか、いろいろな部分での関わり、絡みの

中で、しいて言わせていただけるならば、

自分も加入させていただいておりますが、

そのような方々も多数いらっしゃるという

状況の中で、その場面に対することをもう

少し町としても考えていただければと思っ

ております。 

各自治会で老人クラブというか、そのよ

うなクラブをやっているからそれでよしと

いうことではなくて、やはりもう少し行政

との関わりが必要だと思います。 

仮に、行政が忙しくてできないのであれ

ば、クラブで活躍している人たちをある程

度町のシニアアドバイザー的な要素で任命

して、その方に行政の役割を担ってもらう

ような考え方もあるのではないかなと思い

ますが、その辺の考え方があるかないかを

含めてお聞かせ願えないかなと思います。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議員おっしゃ

るとおり、リーダーシップ等々をとる方の

確保ですとか、様々な手法があろうかと思

います。 

それぞれの団体で求めていることという

のも決して一つではないことから、各種団

体が活動する上で何が必要かということを

協議しながら、今後進めていきたいなと思

っております。 



 

－ 16 － 

美幌には、よりあいデイサービスという

事業を展開している事業者が８団体ござい

ます。 

それぞれの団体、いろんな視点からの活

動で、フレイル予防等について御尽力をい

ただいているわけです。 

決して、行政としてそこに関わらないと

かということではなくて、当然、一緒にな

って活動なり支援なりをしていきたいと考

えてございます。 

繰り返しになりますけれども、その上で

各種団体が何を求めているのかということ

を協議していきながら、それらの活動を深

めてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 改めて、運動器具

等の設置に戻らせていただきますが、日甜

の裏側の堤防沿い、ゴルフの練習をすると

ころの近くの堤防に、あくまでも自分が思

っている高齢者向けの健康器具というのが

五、六点。 

五、六点という言い方がいいか分からな

いですけれど、現実にあるわけです。 

自分はあれを想像しているのであって、

要は、仮に近くの公園にあれば、孫と一緒

に行く、そして孫はブランコだとか鉄棒だ

とか。 

その間、一緒に行ったおじいちゃんおば

あちゃんはベンチに座っているだけではも

ったいないので、そのような健康器具があ

れば自分もやりながら、そして、人が集ま

ってくる、交流も深められる、さらに、お

父さんお母さんとの会話もそこで生まれる

という、先ほど部長が言った答弁にも非常

にふさわしい形の使い方、有効な利用の仕

方ができると思います。 

ですから、あえてこのような質問をさせ

ていただいた部分もあります。 

確かに、費用はかかるかもしれません。 

しかしながら、かかる部分は７５歳以上

の高齢者がそのような形で健康になれば介

護保険もかからないだろうし、逆に、その

部分で浮いた予算を回すとか、そのような

一つの考え方もあろうかと思いますので、

改めてそのする気があるのかないのか、そ

の辺をお伺いさせていただこうかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、御質問をい

ただいたのは、ある意味で提案だと理解し

ております。 

町民の方々の健康づくりにおいて、一つ

の例として、大田区の健康公園づくりとい

うことでいきいき公園があります。 

身近な公園を使って、遊具ではなくて健

康器具を置いてという提案だと思っていま

す。 

今回、答弁させていただいたのは、それ

も一つの手法ではあるのですけれども、そ

れ以外に屋外での健康の進め方、例えばウ

オーキングをするときに、町ではウオーキ

ングマップをつくったりもしています。 

正直言って、今のところそこまでは考え

ていないというのが答弁の趣旨でありま

す。 

健康の部分でいけば屋外と屋内、本州で

あれば冬もいろいろできるのですけれど、

どうしても北海道の場合は雪が降ったり、

そのような器具、ベンチとかが置いてある

ところはあるのですけれども、やはり使え

る時期が限定されるということもあって、

その意味からいけば、それ以外の健康増進

の方法について、具体的にハードの面とソ

フトの面で提供したいと考えています。 

どちらかというと、ハードの面であれ

ば、室内的なものは結構整備されています

し、冬場であれば、サニーセンターの２階

が歩くためのコースとしても使えるという

ことであります。 

全くしないということではなくて、ステ

ップを踏んだ中で健康のために屋外にもこ

のようなものを置くべきだとなれば、今回
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提案していただいたようなことも今後検討

する必要があるのかなと考えておりますの

で、御理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 町長から御答弁い

ただきました。 

確かに、有効な手法の一つであるという

ことで御提案させていただいた部分もある

のですが、いずれにしましても、年寄りに

なるとどうしても足の確保というものが重

要になってくると思うのです。 

仮に、サニーセンターへ行くにしても、

あの坂道を歩くというのがなかなか苦痛で

あったりだとか、いろいろな部分も考えら

れますので、空き地ないし緑地帯を含めた

近場という部分の発案でございます。 

実質、美幌町には２４の公園もあります

し、中には、１丁目、２丁目の範囲の中で

あります。 

全てに置けということでもありませんか

ら、今後できるだけ近場でそのような形で

いけるような何かしらを検討していってい

ただければ非常にありがたいかなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

時間もありませんので最後になります。 

ｅスポーツにつきましては、当然、皆さ

んも御存じだとは思うのですが、Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境がないとできないという状況です。 

現に、各地域の自治会の集会室、確か

に、指定されている防災の避難場所につい

てはＷｉ－Ｆｉが設置されているようであ

りますが、それ以外はついていない。 

では、ない場合、どのように使っている

かというと、個人のＷｉ－Ｆｉを持って行

って利用しているというのが実情でありま

して、自治会活動ということは町内の活動

であり、町の活動をしている中で、個人の

Ｗｉ－Ｆｉでそれを済ませるということで

いいのかということなのです。 

ですから、その辺ももう少し真剣に考え

て、自治会が町の活動としてやっているこ

とに対して助けてあげる必要性があるので

はないかと思います。 

ｅスポーツにつきましては、ハッピーブ

レインという、町民向けですとか個人向

け、会社向け、それから自治体向けのｅス

ポーツサービスを周知している会社もあり

ますので、改めてｅスポーツというものは

どういうものかということを認識して、今

後何かしら考えていただければ非常にあり

がたいかなと思います。 

それに伴う指導者、指導者という言い方

が正しいかどうか分かりませんが、美幌町

内にもゲームをやっている方もいらっしゃ

いますので、その方に指導していただくだ

とか。 

そして、先ほど来、教育委員会にも言い

ましたが、北見工大と包括連携を結んでい

るので、北見工大にもｅスポーツ部ではな

いですが、ポケモンクラブ的な要素のある

ポケモン部というものがあります。 

そのポケモン部は、ポケモンを探すので

はなくてゲームをやるような部分もありま

すので、その方に来ていただいて指導を受

けるだとか、そのようなことも考えられる

と思います。 

北見工大との包括連携の絡みがあります

ので、今後その辺をうまく有効に活用して

いただいて、ｅスポーツに向けての研究も

していっていただければと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

以上で、質問を終わります。 

○議長（戸澤義典君） これで、３番横山

清美さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１１時２５分とします。 

午前１１時１６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

８番藤原公一さん。 
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○８番（藤原公一君） 〔登壇〕 ただい

ま、議長より発言の許可をいただきました

ので、通告に従いまして大きく３点、一般

質問をさせていただきたいと思います。 

まず１点目、防災減災対策について。 

ハザードマップの紙面配布についてであ

ります。 

美幌町ではＷｅｂ版防災マップがあり、

その中には土砂災害に関するマップと洪水

に関するマップがあります。 

土砂災害をクリックするとそのページに

移行しますが、洪水に関するマップは想定

最大規模に関するマップと計画規模に関す

るマップに分かれているため、どちらを見

ればいいか分からない町民も多いのではな

いかと思われます。 

また、パソコンなどを持たない高齢者

は、やはり紙面で確認したほうが分かりや

すいと考えます。 

本年７月の記録的な大雨により災害が発

生した福住・日並地域は、ハザードマップ

では何も表記されておりません。 

いざ災害になってから浸水を認識するの

ではなく、日頃から防災意識を持つことが

大事だと思いますが、今後のハザードマッ

プの改訂を含め、紙媒体の配布の考えにつ

いてお伺いいたします。 

２点目、ハザードマップに沿った看板及

び掲示板の設置についてであります。 

美幌町は災害の少ない地域ではあります

が、過去には浸水被害が発生しておりま

す。 

平成２８年８月には、台風の影響で大雨

洪水が発生したことにより、美幌町におい

ても避難勧告が出されました。 

道路も冠水し、数日間通行止めが続きま

した。 

ハザードマップでの確認も大事でありま

すが、さらに、過去の浸水位置看板や今後

想定される想定浸水位置の看板、また、過

去に土砂災害が発生しているなどの掲示板

などがあれば、平時でもここは浸水の可能

性があるから早めに避難しようなどの行動

に移せるかと考えます。 

今後、看板等の設置の考えがないかお伺

いいたします。 

大きく２点目であります。 

公営住宅整備について御質問させていた

だきます。 

美幌町の公営住宅は、美富公営住宅の５

号棟・７号棟、旭公営住宅の１・２号棟共

有、３・４号棟共有、５・６号棟共有での

エレベーターが設置されています。 

しかしながら、美富・旭公営住宅は、共

有部分の廊下や室内がバリアフリーなどに

対してエレベーター内は手すりがないた

め、お年寄りや体の不自由な方は手すりで

体を支えることができません。 

また、車椅子利用者の方から、エレベー

ターの外側呼出しボタンと内側の階数ボタ

ンの位置が高くて押せないなどの声があり

ます。 

加えて、旭公営住宅のエレベーター内に

は鏡が設置されていないため、前方から車

椅子で乗車した際、背後を確認できず、降

車するときに扉にぶつかるなどの意見もあ

ります。 

このようなことから、両公営住宅におけ

るエレベーター改修整備の考えと、今後建

設される公営住宅のユニバーサルデザイン

やバリアフリーエレベーターの導入の考え

についてお伺いいたします。 

３点目、行政職員環境改善について。 

行政職員の名札表記について質問させて

いただきます。 

ＳＮＳ等の普及により個人を探し出すこ

とが容易になっている現代社会において、

佐賀市では名札から名前を探し出され声を

かけられた、ストーカー行為が行われた、

○○ちゃんと下の名前で呼ばれるなどの事

案が発生しております。 

ＳＮＳから職員の行動履歴までチェック

される問題も起きたことから、佐賀市では

名札をネーム表記から名字表記に変更いた
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しました。 

本町においても佐賀市と同様の事案が発

生したことはないのか、また、職員の身の

安全確保のため、名札表記を変更する考え

はないのかお伺いいたします。 

以上、３点よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 藤原議

員の御質問に答弁いたします。 

初めに、防災減災対策について。 

１点目のハザードマップの紙面配布につ

いてでありますが、現在の美幌町における

ハザードマップは、美幌町暮らしと防災ガ

イドブック２０１７の中に洪水ハザードマ

ップとして紙媒体で作成したものと、土砂

災害も加えたインターネットで公表してい

るものの２種類があり、いずれのハザード

マップも国土交通省や北海道が公表してい

る洪水浸水区域図にある想定最大規模と計

画規模を基に作成しております。 

これらのハザードマップにつきまして

は、網走川では２４時間総雨量が４０５ミ

リメートルの想定最大規模と、１６０ミリ

メートルの計画規模の２種類で構成されて

おり、それぞれ確認していただくことによ

り防災意識が高まると考えておりますの

で、インターネット上のハザードマップに

は引き続き掲載してまいりますが、より一

層分かりやすく御覧いただけるように、表

記の仕方につきましては、今後、検討して

いきたいと考えております。 

福住・日並地域のハザードマップの表記

についてでありますが、インターネット上

では農村地区におきましても洪水浸水想定

区域を表記しており、７月の大雨による災

害は河川の洪水によるものではなかったた

め、被害場所と洪水浸水想定区域は一致し

なかったものであります。 

今後のハザードマップの紙媒体での配布

についてでありますが、現在の紙媒体のも

のは平成２９年に作成後６年が経過してい

ることから、今後改訂し配布したいと考え

ておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

２点目のハザードマップに沿った看板及

び掲示板の設置についてでありますが、浸

水想定区域にお住まいの住民の皆様に理解

してもらうことが重要であるため、ハザー

ドマップでの周知徹底を進めてまいります

ので、御理解をお願いいたします。 

次に、公営住宅整備について。 

本町の公営住宅は、美幌町公営住宅等長

寿命化計画に基づき、順次、事業を進めて

まいりますが、建て替え計画のない建物

は、改善により長寿命化を図っていくこと

となります。 

御質問の既存エレベーターのバリアフリ

ー化についてですが、美富団地の一部及び

旭団地は、改善を図りながら供用を続ける

団地となっており、美富団地は建設後３０

年近くを経過し、補修部品の供給が不可能

となったことから、今年度にエレベーター

のリニューアル工事を行い、既に手すり及

び鏡の設置はなされております。 

また、旭団地につきましても、最も古い

建物で築２０年を経過したことから、エレ

ベーターのリニューアル工事を検討すべき

時期に入ったものと考えております。 

手すりの設置等といったバリアフリー化

の重要性は認識しており、今後、エレベー

ターのリニューアル工事の際に改善をした

いと考えております。 

今後、建設される公営住宅につきまして

は、ユニバーサルデザインやエレベーター

のバリアフリー化などを十分考慮した設計

に努め、全ての人が使いやすい施設整備を

推進してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

次に、行政職員環境改善について。 

行政職員の名札表記につきましては、佐

賀市などの自治体や民間企業において、こ

れまでのフルネーム表記から名字表記に変

更する動きが広がっており、その背景に

は、職員のフルネームからインターネット
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上で職員の個人情報を検索したり、公開さ

れるといったプライバシーの侵害や、スト

ーカー被害などに遭い不安を抱える職員が

いることから、対策がとられているものと

認識しております。 

御質問の佐賀市と同様の事案について

は、本町におきまして発生したという事案

はございません。 

次に、名札表記を変更する考えはないか

についてですが、本町では美幌町職員であ

ることを明示するため、勤務中は名札を着

用するよう美幌町職員服務規程で定めてお

り、名札には町名、所属部課、氏名などの

ほか、顔写真を入れることとしておりま

す。 

今後、名札の表記につきましては、表記

内容の見やすさや伝わりやすさに配慮した

表記内容を含めて検討してまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りますよう

お願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） それでは、再質問

に入らせていただきたいと思います。 

まず、ハザードマップについてから再質

問させていただきたいと思います。 

ハザードマップの紙面配布について、地

域住民にとって情報を入手する重要な手段

の一つであると思っております。 

ハザードマップは、地震や洪水、土砂災

害のリスクを示した地図であり、住民が適

切な対策をとるために必要な情報の提供が

必要であります。 

紙面配布についてのメリットを私なりに

考察してみました。 

１点目は、アクセスのよさであります。 

紙のハザードマップは、電子デバイスや

インターネットにアクセスできない人にも

簡単に情報を提供できます。 

特に、高齢者や地域の情報を制限される

人には、紙面の配布が重要な手段になりま

す。 

２点目は、直感的な理解です。 

紙のハザードマップは、地図上でリスク

のエリアや避難場所を視覚的に示すことが

でき、地図で見ることにより、住民は自分

の居住地や周辺のリスクを直感的に理解す

ることができます。 

３点目は、ハザードマップの存在を知っ

てもらい、重要性を感じてもらうことなど

を挙げさせていただきました。 

ただ、紙面配布でも当然、課題があると

思っております。 

例えば、今回、福住・日並地区の部分で

ありますけれども、土砂崩れの恐れがある

ところなど追加が出てきた場合、また印刷

をしなければならないとか、更新紙面の配

布の手間やコストだとか、情報量の制約を

受ける場合などもあり得るかもしれませ

ん。 

いい面と悪い面を述べた上で、このハザ

ードマップのことについて、質問していき

たいと思います。 

ハザードマップが町民の目に入り、随時

更新をしていくべきだと思っております。 

今後改正し配布していただけるという答

弁だと受け取りましたが、今後ハザードマ

ップの更新を何年ごとに見直すだとかの計

画や考え方についてと、今回、紙面配布の

時期をどのように考えているのかお伺いし

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（多田敏明君） 御質問で

ありますハザードマップの作成の周期であ

りますけれども、基本的に国や道の河川に

ついて修正等がありましたら改訂していき

たいというところではありますけれども、

やはり紙媒体で作成しますとコスト的な部

分がかなり多いということもありますの

で、インターネット上ではダイレクトにな

るべく早めに改訂していきたいと考えてお

りますし、紙媒体につきましては大きな改
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訂等があった際につくっていきたいと思っ

ております。 

また、次期の配布についてでありますけ

れども、現在の紙媒体につきましては平成

２９年ということで、年数がたっているこ

ともありますので、予算計上はこれからで

ありますけれども、令和６年度の予算に計

上させていただきまして、なるべく早い時

期に配布できるように進めてまいりたいと

思っております。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 紙媒体の部分につ

いて来年度に予算を付けていただけるとい

うことで、町民の方も少し安心しているの

かなと思います。 

また、今年７月の福住・日並地区の道路

決壊という土砂災害が発生しております。 

雨量では、福住アメダスで１時間に９３

ミリという報告を受けており、７月２０日

の行政報告の中では、町道で洗堀２５か

所、のり面１１か所、その他幹線も含め５

５か所で被害がありましたという報告を受

けております。 

洪水でなくても、報告では河川土砂災害

で１か所、のり面崩落が２か所という報告

を受けておりますが、答弁では、７月の大

雨による被害は河川の洪水によるものでは

なかったため、被害場所と洪水浸水想定地

域は一致しなかったものでありますとのこ

とであります。 

報告を受けている内容自体はそうなのか

もしれませんけれども、土砂災害というの

は発生していて、ウェブ版のマップを見て

もその地域の部分というのは、土砂災害の

表示はされていなかったと思います。 

まず、一致しなかった部分について、早

めにウェブ上で更新するという答弁でした

が、今回、土砂災害は間違いなく起きてい

ますので、この部分について更新を早めに

するべきだと思いますけれども、その辺の

考えについてお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（多田敏明君） 土砂災害

の警戒区域についてでありますけれども、

こちらにつきましては、町ではなくて北海

道で指定しているものであります。 

したがいまして、今回につきましてはそ

の区域と一致しなかったとなっておりま

す。 

今後、もし、道で見直し等がありました

ら改訂したいと考えております。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 北海道が示してい

なかったらやらないと捉えられるのですけ

れども、間違いなく、美幌町の日並、福住

地区で土砂災害が起きて、道路も決壊して

いるわけですよね。 

多分、美幌町内には、同じようにどこか

盛土があって土砂災害が起き得るという場

所があるのではないかと思うのですけれ

ど、その部分について、北海道がやらなけ

れば美幌町はやらないという発想になるの

がどうなのかなと思いますが、その辺の考

えについて町長はどう思われますか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 北海道が決めなけ

ればという話だったのですけれども、そう

ではないと私は理解しています。 

それで、今回は通常の大雨が降って盛り

土をして崩れるような状況であったかとい

うと、１か所は農村地区で畑を後でつくっ

て、その水処理がきちんとされないことに

よって、一気に短期間で大雨が降って、そ

の水が鉄砲水のように道路に流れてきて道

路を侵食したということが一つの原因なの

ですね。 

ですから、直接のり面がどんと崩れるよ

うな場所として指定するかどうかというの

は、北海道と協議して指定してもらうかど

うかということとまた別な観点だと、私と

すると今回はそれが原因なので少し違うか

なという考えです。 
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もう１か所は同じです。 

これも山を削って農地化したのですけれ

ど、その水の流れの処理をきちんとしなか

ったことによって、短期間で流れてそこに

集中してのり面を落としてしまったという

か。 

これは本来、当時、畑をつくるときにそ

の処理をきちんとしなければならなかった

行為だったと思っています。 

必ずしも今回、のり面崩壊ということに

よって、そこは大雨が降ったら常に崩れる

地域だという認識を持っていないので、農

村地区も大雨が降ったときにここが崩れる

ような状況が今後出てくるよというか。 

また、今、農協とか、それから道に農地

を調べていただいており、示された段階で

その地区として指定してもらうかどうかと

いうのは、道と協議をしていきたいという

ことでありますので、御理解よろしくお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 今回の災害、雨か

どうかという部分は、先ほどの町長の答弁

で理解しました。 

このハザードマップの部分についてなの

ですけれども、今月の初め、多文化共生事

業として、外国人の方の日本語教室という

ものが開催されました。 

３１名の参加者がおり、美幌町にもなか

なか日本語に慣れない外国人がまだまだい

るのだなという私の認識であります。 

海外から来ている方の母国語表記のハザ

ードマップというのも、今後検討していか

なければいけないのかなと思います。 

紙とは言いません。 

これはウェブ上でいいと思うのですけれ

ど、ウェブ上の考え、母国語表記のハザー

ドマップの考え方について、どのように考

えているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（多田敏明君） 議員おっ

しゃるとおり、外国人の方も増えてきてい

る状況ではないかと思っておりますので、

外国語表記につきましては検討させていた

だきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） このハザードマッ

プ一つは命に関わる問題でもありますの

で、検討ではなくぜひ実行するという答弁

をしていただきたいと思うのですけれど、

町長はどう思いますか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） はい、実施してい

きたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） ぜひよろしくお願

いいたします。 

先ほどの答弁の中に、２４時間総雨量は

想定最大規模４０５ミリ、計画規模１６０

ミリの２種類で構成され、それぞれ確認し

ていただくことで防災意識が高まると考え

ているとありました。 

いただいた答弁によって初めて、総雨量

の考え方というのが分かりました。 

そうなのだなという認識なのですけれど

も、４０５ミリというと相当な大雨だと思

うのですけれども、この４０５ミリとか、

１６０ミリとか、そのような認識が初めて

だと、私と同じように思われている町民の

方も多いと思います。 

このハザードマップにアクセスするとき

に町民の方が分からないというか、分かり

づらいという部分もあります。 

分かりやすい表記に変えていただけると

いうことですので今後期待しますけれど

も、この分かりやすいということが安全や

避難する際に大事だと思いますので、それ

に関連して次、看板の質問に移らせていた

だきたいと思います。 

ハザードマップに沿った看板の考えなの

ですけれども、網走市というのは海岸が近
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いので、海抜何メートルという表記が何年

も前からあります。津波対策なのですが。 

私の質問でも、過去の浸水被害を忘れな

いためにも、平成２８年に浸水した位置を

表示し、浸水は必ず起こり得るということ

を目視で訴えることにより、町民の生命と

財産を守ることになろうかと思います。 

答弁には、浸水想定地域にお住まいの皆

様に周知徹底を進めるとありましたが、平

成２８年を例として挙げますけれども、浸

水想定地域に住んでいる方ではない方も生

活道路として、ふだん使用されておりま

す。 

また、看板を設置することにより、歴史

の教訓とか、地域の部分を提供するという

役割も果たしていくと思っております。 

平成２８年に洪水になったときに、浸水

地域で何台も車が動けなくなったり、その

場に停車したままになった歴史もありま

す。 

その車は必ず被害を受け、修理代などの

影響が出ているはずです。 

地域住民に周知することは大前提なので

すけれども、過去の歴史を浸水地点や今後

の想定、この辺まで水がつかるとか、その

可能性があります、また、計画規模はここ

までですとか、電柱とか建物にテープで目

印とか看板とかをつけるだけでもいいと思

います。 

国土交通省のホームページの中に、まる

ごとまちごとハザードマップという取組事

例が紹介されております。 

１０００年に１度起こり得るかどうかの

猛烈な大雨で想定される最大浸水深をまち

なかに表示して洪水の危険性を知らせ、防

災の意識を高めることを目的として、既に

看板を表示している市、町があります。 

砂川市の看板は想定浸水深と避難所まで

の方向矢印を一緒にしている看板とか、過

去の浸水範囲を示している看板等もありま

す。 

美幌町でも同じように避難所まで、その

場所から一番近い避難所はどこだとかとい

う表記も合わせられたら、ハザードマップ

を気にせずに避難誘導もできると考えられ

ますが、再度、この看板の重要性について

町長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 看板をどう設置す

るかという中において、設置するまでの町

民の方々に対する説明がしっかりできてい

なければ、混乱を招くだけではないかなと

思っています。 

過去、私も防災担当をしていました。 

当時は、町の中での浸水については、町

の中の水を川に排水できれば水はつかない

で済んだところが結構あるのです。 

その後、町としてはどう考えたかという

と、まずは浸水しないためにポンプを多く

買って、町の中にたまってきた水を川の中

に全部入れるという作業をやってきたので

す。 

ですから、今後、ハザードマップでいう

最大降った場合の数値とか、それを見てど

こまでどうなるかというのは、住民の方々

としっかり考えていかなければいけないの

かなと思っています。 

海岸に接している町と内陸にある町が同

じ考えでやることに対して、私はちょっと

疑問があります。 

最初に戻りますけれども、それを設置す

るためには、そのようなものの必要性だと

か、災害のときはどうしなければいけない

ということを町民の方にしっかりと、町と

して施策的にしっかりやることが重要では

ないかなと思っていますので、御理解をお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 取りあえず、確か

にそのとおりだなとは思っております。 

町長は本年５月の選挙当選後、所信表明

の安全・安心のまちづくりの中で、石川県

能登地方の震度６の話題に触れながら、災
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害はいつ、どこで発生するか予測すること

はできませんと、冬季防災訓練の実施と防

災資機材の備蓄、消防・救急体制の充実、

災害に強いまちづくりに取り組んでまいり

ますと力強くお話しされました。 

冬季の防災訓練については次の議会で質

問させていただきたいと思いますけれど

も、災害に強いまちづくりというのは、町

民の生命と財産を守るために本当に重要な

部分だと思います。 

今回、ハザードマップの更新といろいろ

な部分の更新もしていただけるということ

なので多くは語りませんけれども、災害に

強いまちづくりを今後検討していただけれ

ばと思います。 

そのことを願いまして、次の質問に移り

たいと思います。 

公営住宅の整備についてであります。 

９月下旬頃、旭公住で車椅子を利用して

いる方から御相談がありました。 

車椅子でエレベーターを一人で利用する

のに場所が高くて呼出しボタンが押しづら

い、また、エレベーターに乗って階数ボタ

ンを押すときに、後ろから左方向にひねら

なければいけないのでなかなか押せないと

いう御相談をいただきました。 

その方は、苦肉の策で何をしているかと

いうと、長い棒を持ってボタンを押してい

るとお聞きしております。 

前向きでしか車椅子が押せないので、バ

ックで降りるときに鏡がないので後方確認

ができず、開閉のドアに引っかかるという

ことが時々あるという御相談もいただきま

した。 

その相談を受けてから、社会福祉協議会

から車椅子を借りて、自分で車椅子に乗っ

て、この旭公営住宅３・４号棟のエレベー

ターと美富公営住宅７号棟のエレベーター

で検証させていただきました。 

旭公営住宅は問題点が何点かあり、ま

ず、１階の呼出しボタンの位置が高くて押

しづらいという部分がありました。 

スケールでその高さを計測すると、１メ

ートル２２センチありました。 

旭公住の入り口には、押しボタンのすぐ

下にベンチが設置されていて、車椅子が奥

まで入れないという現状もありました。 

傍に寄ることができないという部分があ

って、その方が言われるように長い棒を持

ってというのは、何だか納得するなと思っ

ております。 

また、エレベーターに前からしか乗れな

いのですが、車椅子がＵターンすることが

できないので、階数ボタンを押すときにひ

ねらなければいけないというか、乗ったと

きに左にひねってボタンを押すというの

は、健常者の私が車椅子に乗ってボタンを

押すのと、体の弱い車椅子の方が押すので

は条件が全然違うのだなと思っておりま

す。 

その観点からしても、エレベーターに乗

ったときに下側、両側の低い位置にボタン

がある、また、呼出ボタンももう少し低い

位置にあれば利用しやすいのではないか

と、自分が乗車して感じた部分でありま

す。 

今回の答弁では、今後検討していくよう

なニュアンスで、リニューアル工事をして

いっていただけるということではあります

けれども、本当に困ってる人がいる以上、

早急にやるべきではないかと思うのですけ

れども、何とか令和６年度の早い段階で、

鏡も含めて旭公住のリニューアル工事がで

きないか、その考えについてお伺いしたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） 今年度、美富

団地のエレベーターをリニューアルしたの

ですけれども、２基で約２,７００万円かか

っております。 

この事業は、国から交付金を得て実施し

ております。 

今後、旭団地につきましてもリニューア

ルを順次進めていきたいと考えております
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が、交付金を受けた形で実施したいという

思いもございます。 

それには、前年度からの事業要望も必要

になってまいりますので、直ちに令和６年

度で対応するということにはなかなかなら

ない場合もありますが、可能な限り早い時

期に対応してまいりたいと考えておりま

す。 

それから、鏡がなくて不便ですとか、手

すりがなくて体を支えられないとか、その

ような部分の関係につきましては、比較的

軽微な対応で改善できるものにつきまして

は、エレベーターのリニューアルまでの

間、そのような形での対応を考えていきた

いと思っております。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） エレベーターの中

に鏡が１枚あるだけで、後進、バックで降

りることが改善されるのです。 

軽微な部分であるので、その辺をぜひ実

施していただければと思います。 

今後、建設される公営住宅にはユニバー

サルデザインやバリアフリーの設計を検討

するということでありました。 

既に、高齢化社会に突入しておりますの

で、いろいろな部分で設計を検討していた

だければと思いますけれども、今の旭公営

住宅は、最も古いもので２０年が経過して

いるという答弁であります。 

室内とか共有の廊下とか、その部分は段

差がないのに対して、どうしてエレベータ

ーだけバリアフリーではなかったのかなと

疑問に思うのです。 

今さら言ってもしようがない話なのでし

ょうけれどもその部分と、美富公住と旭公

住のエレベーターの開閉の幅が違うので

す。 

旭公住のほうが少し幅は広いので、車椅

子の方でも結構乗りやすいのです。 

旭公営住宅は、私が測ったところでは 

７６センチだったのです。 

美富公住と旭公住のエレベーター、美富

公住に対して旭公住のほうが新しいのに、

エレベーターの開閉の狭さというのです

か、なぜ一般的なエレベーターを選んだの

かなという疑問があります。 

当時、建設に関わった職員はいないかも

しれませんけれども、今後、障がい者の目

線というか、高齢者の目線に立った建設を

していただければと思います。 

公営住宅に住まわれている方から私に相

談された部分もあるのですけれども、今

後、住民の方の意見をより広くもらえるよ

うな御意見箱とか、アンケート調査とかも

やっているかもしれませんが、身近にアン

ケートを書けるような場所とか、そのよう

な方法は何かないのかなと思います。 

ぜひ、意見を反映できるような体制につ

いて考えていないのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） 体の不自由な

立場とか、御高齢の方の立場になってみな

いと感じられない部分というのが多々ある

のだと思います。 

そうしたことから、すぐ実施できるかど

うかはまた別の話になるかもしれませんけ

れども、少しでも多くの意見をいただきな

がら、改善できることは改善していくとい

う形の対応を取れるように検討してまいり

たいと思っております。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） はい、よろしくお

願いしたいと思います。 

最後に、名札について質問させていただ

きたいと思います。 

○８番（藤原公一君） 行政職員の名札に

ついて再質問させていただきたいのですけ

れども、今回、佐賀市での取組を参考に質

問しております。 

ストーカー被害など美幌町ではないとい

うことなので、美幌町は改めて治安がいい
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のかなと認識しております。 

今回質問いたしました名字表記、ＳＮＳ

の被害のこともあったのですが、皆さんそ

うですけれど、美幌町の職員のほとんどが

首から名札をかけていてお腹にあるもので

すから、町民の中には誰が誰なのだろうと

いう思いの方もいると思います。 

この担当は誰と話しているのか分からな

いという御意見もいただいております。 

今、斉藤課長が胸につけていますけれ

ど、胸に表記であればまだ、何々さんとい

う人と話しているのだなというのは分かる

と思います。 

お腹にあるのである意味、先ほど言った

プライバシーの保護がされているのかなと

いう感じもありますが、特に窓口の対応の

方というのは、名前を分かった上で話した

いというのが町民の方の御意見かなと思っ

ております。 

昔、美幌町役場でも名字だけの表記があ

ったと思います。 

窓口の対応の職員だけでも変更していた

だければと思いますが、その考え方につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの御

提案いただきました名札の表記につきまし

ては、本来、職員は名札のほかに身分証明

書を持っています。 

この名札については、基本的に、町民の

方に役場職員であること、また、所属と名

前が分かることを目的に設置したものであ

りますので、そのような観点からも、今回

の名札表記については、見やすさを重視し

て考えていきたいと思います。 

留める形と下げる形にした理由もそれぞ

れあると思いますが、クールビズのときに

ちょっとつけづらいとか、女性職員がつら

いとか、首から下げている事実もあります

ので、このような胸に留める形も含めて今

後検討していきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

今回、３点質問いたしましたけれども、

ハザードマップ、公営住宅のバリアフリー

とか、職員の安全を守るための名前表記と

か、前向きな答弁もいただきました。 

あとは、実施時期の検討の部分だけだと

思いますので、早急にしていただくことを

お願いし、質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（戸澤義典君） これで、８番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１３時１５分とします。 

午後０時 ５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時１５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

なお、質問で使用する写真パネルの持込

みを許可しておりますので、御承知おき願

います。 

２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） 〔登壇〕 それで

は、さきに通告しています４点について質

問いたしますので、町長、よろしくお願い

いたします。 

それでは、最初の１点目であります。 

ヒグマの被害対策について。 

ヒグマの人的被害及び農作物の被害対応

についてでありますが、最近においては、

毎日のように新聞やテレビ等でヒグマに関

する被害等が報道されております。 

北海道によりますと、道内の推定生息数

は、２０２０年度１万１,７００頭で、残雪

期の春グマ駆除を廃止した１９９０年度の

５,２００頭からほぼ倍増しているというこ

とであります。 

生息数の増に伴い、最近では人身事故が

相次いでおり、２１年６月には札幌市東区

の住宅街に出没し男女４人に重軽傷を負わ
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せ、今年５月には幌加内町の朱鞠内湖で釣

りをしていた男性が死亡するという痛まし

い事故が発生しております。 

１０月にも、福島町の大千軒岳で男性３

人が襲われ、現場近くではヒグマに襲撃さ

れたと見られる別の男性の遺体が見つかり

ました。 

このことにより、本年度の道内のクマに

よる死傷者数は計９人となっております。 

また、北海道警察によりますと、今年１

月から１０月までの目撃件数の速報値で 

３,７２０件と過去５年間で最多のペースで

あり、前年同期比１,５７９件の増で、月別

では９月が７２４件と最多で、前年同月の

３.５倍に達しています。 

さらに、オホーツク管内におきまして

も、１０月末までの今年の目撃通報件数

は、前年同期より１７４件多い３６５件と

２倍近くに達しており、過去５年間では最

多となっております。 

特に、秋以降増えており、市街地や畑な

ど身近な場所での目撃も目立っております

が、本年１１月には、滝上町の山中でハン

ターの男女２人がヒグマに襲われ重軽傷を

負った事故が発生しており、滝上町内での

人身事故は、昨年７月以来で４年連続であ

ります。 

美幌町におきましては、令和５年度ヒグ

マ出没情報ひぐまっぷによりますと、熊の

出没情報は２０件となっており、人的被害

はないものの農作物の被害が発生している

ことから、過去５年間で１,５５６万 

３,０００円の被害金額となっております。 

このようなことから、次の事項について

町長の考え方をお伺いいたします。 

１、これまでのヒグマの地域住民に対す

る人的被害の対応及び農作物被害対策につ

いて伺います。 

２、美幌町の熊駆除奨励金は、体重７５

キログラム未満のもの１頭につき２万円、

体重７５キログラム以上のもの１頭につき

３万円となっていますが、オホーツク管内

の市町村の状況では、美幌町は低い状況に

なっていること、また、国の鳥獣被害防止

総合対策交付金及び北海道の残雪期捕獲促

進事業のハンターへの報酬や弾代などの経

費の半額分の補助などがあること、さら

に、北海道猟友会美幌支部によりますと、

現在の熊駆除奨励金及び出動報酬では、熊

駆除に対する危険が多く駆除するハンター

が少ない状況などから、熊駆除奨励金の体

重７５キログラム未満のもの１頭につき２

万円、体重７５キログラム以上のもの１頭

につき３万円及び現行の出動報酬９,０００

円を引き上げるべきと考えますが、町長の

考え方を伺います。 

３、北海道猟友会美幌支部の会員数は

年々減少し高齢化が進んでいることから、

有害鳥獣の捕獲従事者の増員及び有害鳥獣

の捕獲の促進を図るため、オホーツク管内

の多くの市町が助成している有害鳥獣の捕

獲に必要な狩猟免許の取得及び猟銃所持許

可の取得並びに猟具等の購入に要する経費

の助成を美幌町においても導入すべきと考

えますが、町長の考え方を伺います。 

４、令和３年度策定の美幌町鳥獣被害防

止計画のヒグマの被害防止対策の課題で

「捕獲依頼が同時期に集中するため箱わな

が不足する。また、箱わなの大型化が必要

である」となっておりますが、現状及び今

後の対応について伺います。 

美幌町鳥獣被害防止計画のヒグマ対策の

今後の取組方針について、農業者への追い

払いの電牧柵設置の指導を継続するとされ

ております。 

八雲町では、農家の電牧柵設置に対する

補助を行っていること、国の鳥獣被害防止

総合対策交付金等を活用できることなどか

ら、美幌町においても、ヒグマによる農作

物の被害を守るためにも電牧柵設置に対す

る補助を導入すべきと考えますが、町長の

考え方を伺います。 

２点目であります。 

犯罪被害者等支援について。 
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犯罪被害者等支援条例の制定についてで

ありますが、犯罪被害者等支援条例の制定

については、平成１６年１２月８日に成立

した犯罪被害者等基本法が、被害者支援を

地方公共団体の責務として定めたことを受

け、令和５年第４回美幌町議会定例会で一

般質問しましたが、町長は「これまで個々

の相談に応じ既存の制度を活用すること

で、必要とされる一定の支援ができている

ことなどから、新たな支援制度について

は、現在のところ制定する考えはないが、

犯罪被害者などのために最適かつ的確な施

策の展開に向けた研究を進めることは必要

なことと考えている」と答弁されました。 

その後１０月には、斜里郡３町の斜里

町、小清水町、清里町が、犯罪被害者とそ

の家族への支援に特化した犯罪者等支援条

例を制定しており、現在、管内の多くの市

町村が条例制定に向けて検討している状況

にあります。 

美幌町においても、住居や雇用の安定、

日常生活の支援や犯罪被害者への理解の促

進、見舞金制度等を盛り込んだ犯罪被害者

等支援条例を制定すべきと考えますが、町

長の考え方を伺います。 

３点目であります。 

物価高騰対策について。 

１、医療・介護・障がい施設等の物価高

騰対策についてでありますが、町は、本年

９月定例会において、国の地方創生臨時交

付金の電力・ガス・食料品等価格高騰重点

支援地方交付金を活用して、肥料価格高騰

の影響を受ける農業者に対する支援の肥料

価格高騰対策支援金給付事業に１,５５０万

円、コロナ禍による生乳需要の減少や飼料

価格及び電気代の値上がりなどから、厳し

い経営環境に置かれている酪農家に対する

支援の酪農経営安定対策支援金給付事業に

６４８万円、食料品等の生活必需品や光熱

水費の価格高騰による負担増を軽減し、生

活の安定に資することを目的とし、子育て

世帯への支援を行う子育て世帯生活支援事

業に４,１５７万６,０００円、コロナ禍に

おける物価高騰により家計への影響を受け

ている子育て世帯の負担を軽減するため学

校給食費の一部を支援し、子育て世帯への

支援を行う学校給食支援事業に１,１５３万

３,０００円、総額７,５０８万９,０００円

の補正予算を提出し、物価高騰対策を講じ

たところであり、町民皆さんが大いに助か

っていると思います。 

しかし、今現在も電気・ガス・灯油等の

物価高騰が続いている中、町内の医療・介

護・障がい施設では、経営への影響があり

大変な状況が続いております。 

このようなことから、国の地方創生臨時

交付金の電力・ガス・食料品等価格高騰重

点支援地方交付金を活用して、医療・介

護・障がい施設へ支援すべきと考えます

が、町長の考え方をお伺いします。 

次に、福祉灯油の実施についてでありま

すが、厳しく冷え込み、暖房が不可欠な時

期を迎えたところです。 

そんな中、世界的な原油価格の高騰によ

り、冬を前に灯油代は高く、町民の生活を

じわじわと圧迫しております。 

美幌消費者協会によりますと、町内の今

年１１月における平均灯油価格は、１リッ

トル当たり１２６.３円と、前年同月の１２

６.４円とほぼ同額の高値水準となっていま

す。 

また、今後の灯油価格の見通しについて

は、石油情報センターは「１１月に入って

値下がりしたのは、国の補助金転嫁が遅れ

てこの時期に下がった。円安もあり、いず

れは値上がりに転じる。今年の冬は、例年

より高値水準となる見通しである」として

います。 

さらに、物価も上昇している中、特に低

所得者にとっては、灯油の値上がりは大変

な負担になります。 

昨年度も実施しております低所得者世帯

に灯油代等を助成する福祉灯油助成事業を

実施すべきと考えますが、町長の考え方を
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お伺いします。 

４点目であります。 

緑化の推進について。 

街路樹の管理についてでありますが、本

町は、行政面積のうち約６２％を森林が占

めており、比較的豊かな緑に恵まれたまち

と言えます。 

しかしながら、人口急増期における市街

地開発や農業の大規模経営化による耕作地

の拡大によって失われた緑の回復は遅れて

いる状況にあります。 

近年は、自家用自動車の普及に伴い、郊

外大型店舗の進出による中心市街地の空洞

化が進んでいるとともに、多様化する生活

環境により、緑を守り育てる担い手不足が

課題になっています。 

また、この間の地方自治体の深刻な財政

状況により、緑化関係経費も年々縮小傾向

にあります。 

このような状況の下、さらなる緑化を推

進するためには、公共事業に頼ったこれま

での手法を改め、全ての町民が一体とな

り、現存する緑を極力保全するとともに、

失われた緑を積極的に回復させる活動が必

要であり、町は平成２９年３月に今後１０

年間を計画期間とする美幌町緑の基本計画

を策定したところです。 

この計画の中で、市街地内の街路につい

ては「これまで１４路線の街路整備によっ

て、エゾヤマザクラ、イチョウ、ナナカマ

ド、イチイ、オウシュウアカマツなど植栽

しております。今後は、全路線の街路樹に

対して、樹木調査や過去に施された強剪定

による道路景観悪化を考慮し、樹形の在り

方や剪定方法について検討を行っていきま

す」とされております。 

しかし、各自治会や多くの町民から、現

在の剪定については、全く景観を考えてい

なく剪定ではない、現在の街路樹を伐採し

て、シラカバやイタヤカエデなどの別な木

を植栽すべきであるとの要望があります。 

例えば、北見市や札幌市の北海道大学な

どのイチョウ並木はすばらしい景観であり

ますが、なぜ美幌町はできないのか疑問で

あります。 

町は、街路樹の剪定作業を行う維持管理

担当及び作業員は、剪定作業の経験が豊富

な方に指導を受けながら作業を実施してお

りますとのことですが、今後の街路樹の対

応について、町長の考え方を伺います。 

以上４点、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 馬場議

員の御質問に答弁いたします。 

初めに、ヒグマの被害対策について。 

１点目のこれまでのヒグマの地域住民に

対する人的被害の対応及び農作物被害対策

につきましては、町、ＪＡびほろ、北海道

猟友会美幌支部で構成される美幌町鳥獣被

害防止対策協議会において美幌町鳥獣被害

防止計画を策定し、鳥獣被害防止対策を実

施しております。 

ヒグマの出没情報により、ＪＡびほろを

通じて農業者に周知するとともに、ホーム

ページや町広報等での注意喚起や猟友会等

の関係機関の協力の下、銃器や箱わなによ

る捕獲を実施しているところであります。 

２点目の熊駆除奨励金及び出動報酬の引

上げにつきましては、他自治体の出動報酬

の額や昨今の物価高などを考慮し、北海道

猟友会美幌支部とも協議を重ね、今年度か

ら１日当たり９,０００円としましたが、現

行の熊駆除奨励金額の妥当性については、

関係機関の意見も参考にしながら今後、調

査研究してまいります。 

３点目の有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免

許の取得及び猟銃所持許可の取得並びに猟

具等の購入に要する経費の助成につきまし

ては、他の先行事例や関係機関の意見を参

考に、本町における捕獲従事者の確保対策

を検討してまいります。 

４点目の箱わなの不足、大型化について

の現状及び今後の対応につきましては、現

在、町が保有する箱わなは１０基となって
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おり、設置実績は令和３年度で１５件、令

和４年度で６件、令和５年度で８件である

ことから、現時点で同時期の箱わなの設置

が集中することはまれなため、保有する箱

わなの数を増やす予定はありません。 

また、保有する１０基の箱わなは、毎

年、古いものから順次更新しており、年次

更新に合わせて大型化を図っております。 

５点目の電牧柵設置に対する補助金につ

きましては、本町においても、国の鳥獣被

害防止総合対策交付金を活用し、農業者の

電牧柵設置導入の支援を行っております。

今年度は受益者２４戸、延長３万７,１２２

メートルの電牧柵の設置が完了しており、

来年度の電牧柵設置について、農業者に対

し要望調査を実施しているところでありま

す。 

今後とも、農作物被害のみならず、人的

被害の発生も危惧されることから、美幌町

鳥獣被害防止対策協議会等、関係機関と連

携し効果的な対策に向けた協議を進めてま

いりますので、御理解をよろしくお願いい

たします。 

次に、犯罪被害者等支援についてです

が、現在、見舞金制度を含め、犯罪被害者

等基本法に定める市町村の役割を網羅した

内容により、本町の犯罪被害者等支援条例

の制定に向け準備を進めているところであ

ります。 

さきの６月定例会において、現在のとこ

ろ条例を制定する考えはないと答弁してお

りますが、犯罪被害者等への支援を否定す

るものではなく、現在の相談実態等から

は、既存の取組を行うことで一定の支援が

図られていることなどから、さらなる支援

策の展開については、引き続き研究を進め

るとしていたものであります。 

その後、関係機関からの意見や他自治体

の条例の制定状況、また、国が行う給付制

度の課題なども含め、様々な検討を重ねた

結果、犯罪被害者等が安心して生活できる

よう、犯罪被害者等の支援に対する町の姿

勢を明確に示すことが必要と判断し、条例

の制定に向けて取り組むこととしたところ

であります。 

今後は、引き続き関係機関とも協議を重

ね、被害者の視点に立った内容となるよう

精査の上、３月定例議会に条例案を提案す

る予定であり、可決されれば、令和６年４

月から施行することとしておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

次に、物価高騰対策について。 

御質問の１点目、医療・介護・障がい施

設等の物価高騰対策についてですが、物価

高騰により、施設運営に係る経費は増大し

ており、多くの事業所等が事業継続に危機

感を感じている状況であると認識しており

ます。 

北海道においては、令和５年度医療・社

会福祉施設等物価高騰対策支援事業とし

て、本年の４月１日を基準日に、８月３１

日までを申請期間として支援金を給付する

など、事業所支援を実施しておりますが、

本町におきましても、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金が追加交付されたこ

とを受け、医療・介護・障がい施設等を含

め、町内各事業者に対する支援について検

討してまいりたいと考えております。 

次に、御質問の２点目、福祉灯油の実施

についてですが、本年度の北海道における

灯油価格につきましては、国の補助金の効

果もあり、９月をピークに減少傾向となっ

ております。 

しかしながら、議員御指摘のとおり、今

後上昇する可能性も十分にあり、また、灯

油に限らず多品目の物価高騰も当面継続す

ると推測されることから、物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金を活用し、特

に、生活への影響が大きい非課税世帯に対

する生活支援を検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

次に、緑化の推進について。 

街路樹の剪定の考え方についてでありま
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すが、町では、これまで街路整備や町道の

改良工事に併せて街路樹を整備してきたと

ころであります。 

街路樹は景観ばかりではなく、交通安全

や防災などの重要な都市機能を果たしてお

り、地域の方々の御理解と御協力をいただ

きながら、これまで維持管理を行ってまい

りました。 

一方で、樹木の成長に伴う交通障害や落

ち葉の問題があり、剪定や伐採についての

苦情や要望が数多く、ある自治会からは街

路樹撤去の要望も受けていることから、景

観と支障木解消のバランスが大きな課題と

なっております。 

美幌町緑の基本計画に記載しております

過去に施された強い剪定による道路景観悪

化を考慮し、剪定作業を直接行う維持管理

担当及び作業員に対し、平成２７年度から

剪定作業の経験が豊富な方の指導を受けな

がら実施しておりますが、イチョウについ

ては落ち葉の苦情が多いこともあり、強い

剪定をせざるを得ない状況であります。 

今後につきましては、道路を往来する住

民の安全確保を基本に、老木化や病害など

の影響を受けている既存の街路樹の更新を

検討するとともに、環境美化・景観形成に

配慮した街路樹が維持されるよう、地域の

御理解をいただきながら取り組んでまいり

ますので、よろしくお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） それでは、再質問

をさせていただきます。 

１点目のヒグマの被害対策についてであ

りますけれども、私もちょっと分からない

部分がありますので、町長、よろしくお願

いしたいと思います。 

今回、質問するに当たり、過去、令和２

年１２月定例会において、同じ会派の伊藤

議員も一般質問しております。 

私は、今年の８月３１日、町内の酪農家

からヒグマによって被害があったと、デン

トコーン畑を見に来てほしいということで

現地に見に行った結果、デントコーン畑５

ヘクタールのうち約１割、農家の方がおっ

しゃっていましたけれども、金額にして 

５０万円相当がヒグマに食べられていまし

た。 

現地を見て、本当に驚いたところであり

ます。 

それで、議長の許可を得ていますので、

これが古梅のあるデントコーン畑の一面で

あります。それと、同じ土地なのですけれ

ども、これもちょっと違うところ、隣接地

のデントコーン畑が、ヒグマにかじられた

ところであります。（馬場議員写真パネル

を見せる） 

その近くには、町長が答弁されたとお

り、箱わなが設置されておりました。 

その状況の中で、私はこのように現地を

見て、本当に驚いたところであります。 

このようなことから、私は一般質問する

に当たり、ヒグマによる農作物被害対応に

ついて、１０月に北海道庁ヒグマ対策室を

訪問、１１月にオホーツク総合振興局環境

生活課や管内の各市町村に電話での調査、

また、猟友会美幌支部長宅を訪問し、協議

を行ったところであります。 

質問の２点目、熊駆除奨励金及び出動報

酬の引上げについて、町長の答弁では、今

後、現行の熊駆除奨励金の妥当性につい

て、関係機関の意見を参考に調査研究をし

てまいりますということであります。 

私も猟友会美幌支部の会員の方にお話を

伺いましたところ、９,０００円でも車を出

しているので赤字になるということです。 

また、熊駆除奨励金について、オホーツ

ク管内の各市町村の状況では、湧別町が 

１０万円、津別町、佐呂間町、遠軽町が 

５万円、小清水町が令和５年度に２万円か

ら５万円に改正したということです。 

１回目も質問しましたけれども、財源に
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は国の鳥獣被害防止総合対策交付金、ある

いは、今現在、道議会が行われていますけ

れども、北海道の残雪期の捕獲促進事業で

半額分の補助があります。 

また、猟友会美幌支部に話を伺います

と、現在の美幌町の熊駆除奨励金及び出動

報酬では、１１月に滝上町でも事故があり

ましたが、熊駆除に対する危険が多く、熊

を駆除するには２名以上のハンターが必要

であり、現状では熊を駆除するハンターが

少ない状況から、現行の熊駆除奨励金を値

上げすべきであると、先ほど申し上げまし

たとおり、出動報酬についても値上げすべ

きであるということもおっしゃっていまし

た。 

このような状況から、農作物をヒグマの

被害から守るためにも、早急に新年度から

引き上げる考えがあるのかないのか、再

度、町長の考え方をお伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 御質問の熊駆除に

出ていただける報酬として、９,０００円を

出しているのですけれども、実際に出てい

る方にしてみればまだまだ足りないという

お話でありました。 

私もその辺の実態を正確に分からないの

で、新年度からという話ではあるのですけ

れども、その状況を担当からしっかり説明

を受けた中で改正するかを判断させていた

だきたいと思います。 

今、即答できる情報を持っていないの

で、このような答弁でお許しください。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 町長の答弁は分か

りました。 

次に、３点目の有害鳥獣の捕獲に必要な

狩猟免許の取得等に要する経費の助成につ

いても、今後、本町における確保対策を検

討してまいりますと町長は答弁されており

ますが、これも猟友会美幌支部にお伺いし

ますと、会員数が年々減っている、高齢化

が進んでいると、本当に有害鳥獣の捕獲従

事者の増員及び有害鳥獣の捕獲を促進する

ためには、このような有害鳥獣捕獲に必要

な狩猟免許の取得及び猟銃所持許可の取得

並びに猟具等の購入に要する経費の助成を

すべきであると言っておりました。 

また、町長は御存じだと思いますけれど

も、管内の各市町村では、北見市、網走

市、斜里町、清里町、小清水町、置戸町、

湧別町、佐呂間町などでこのような助成を

している現状にあります。 

さらに、北海道においては、ヒグマなど

の野生動物が増えている一方でハンターは

減少しており、受験機会を確保し免許取得

者を増やすため、来年度から狩猟免許の受

験機会を拡大する方向で検討しているとい

う新聞報道がありました。 

このようなことから、繰り返しになりま

すけれども、農作物をヒグマの被害から守

るためにも、狩猟免許の取得等に要する経

費の助成を早急に、できればこれも新年度

から実施すべきと私は考えますが、再度、

町長の考え方をお伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 昔、私も経済部で

熊対策、鹿対策をやっていて、ハンターと

いうか、関わっていただく方が高齢化して

きて、新たな方々をどう増やすかというこ

とが課題でありました。 

そして、これも先ほどの答弁と同じなの

ですけれども、今、私どもで支援している

ことが他と比べて余りにも劣っているとい

うこととか、具体的にどうすると新たに猟

銃免許を取って関わっていただけるかと

か、時間はないですけれども、きちんと検

証の上、何らかの対策を考えていきたいと

思っています。 

新聞報道等で受験の機会を増やすとか、

道がやろうとしていることは理解している

のですけれども、私どもの状況が他と比較

できる資料を今、私は持っておりませんの

で、このような答弁で申し訳ございませ
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ん。 

ただ、増やすというか、関わっていただ

ける方を増やす努力はしなければいけない

と思いますので、前向きに考えていきたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 私が管内の各市町

村に聞いたところによると、小清水町は猟

友会と打合せしながら本当に大変だという

実態の中で５万円に引上げられたこともあ

りますので、ぜひ検証が済んでから検討し

ていただきたいと思います。 

４点目の箱わなの不足、大型化について

でありますけれども、令和３年度に策定し

た美幌町鳥獣被害防止計画の中で、捕獲依

頼が同時期に集中するため箱わなが不足す

るという課題があるにも関わらず、現状で

は増やす予定はありません、箱わなは１０

基のうち古いものから更新しているという

答弁であります。 

私が、この現場を見に行ったときに、こ

の箱わなで果たしてと、大型にしないと熊

が入らないのではないかと、一緒に立ち会

った農家の方がおっしゃっていました。 

大型の箱わなが何基あるか分かりません

が、出没件数が２０件ということで、農作

物をヒグマの被害から守るためにも、私は

その状況を見ながら更新を待たず、早急に

最低限の大型箱わなを導入すべきと考えま

すが、町長、再度、実態等を含めてお話し

いただければと思っています。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 先ほどの

箱わなの質問に対しましてお答えしたいと

思います。 

町で保有しております箱わなは全部で 

１０基ございます。 

その中で毎年、１０年サイクルで一基ず

つ交換、つくり直している状況でありま

す。 

今一番大きいサイズは、縦１,１００、横

１,１００、奥行き３,６００となっており

まして、このサイズに毎年作り変えており

ます。 

その他のものに比べて小さいサイズとい

うのは残り２基となっておりますので、こ

こも２年以内には全て大きいものになって

いくのではないかと思います。 

以上です。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 今、課長の答弁で

大型が８基あるという理解でよろしいです

ね。（耕地林務主幹頷く）はい、分かりま

した。 

そういうことであれば、あと２基含めて

早急に対応すべきかなと思います。 

それで、最後の５点目になります。 

町長、ここを教えていただきたいと思い

ます。 

電牧柵設置に対する補助については、や

っていますということなのですけれども、

関係者にお話を聞きますと、現状は鹿対策

の電牧柵であると。 

熊対策と鹿対策では電牧柵の設置が違う

ので、対策ではないとお聞きしていますけ

れども、現状の中で、熊対策用の設置方法

で対応しているのか、実態をお聞かせいた

だきたいと思います。 

また、令和元年１２月定例会の伊藤議員

の一般質問で、ヒグマ対策にも効果がある

高圧電流の防護柵設置について、町長は、

熊のために防護柵を作るのが難しい。それ

よりも鹿柵を基本にして箱わなで捕獲する

形で対応することから、高圧電流の防護柵

設置は考えていないと答弁されています。 

この辺の実態が私は分からなかったの

で、町長、熊対策の電牧柵設置についてど

のように考えているのか伺います。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の電牧柵設置の
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状況については担当からお話をしますけれ

ども、当時、答弁した中においては、熊が

ここまで多くなかったという部分もあっ

て、どちらかというと、一つの境としては

鹿柵と言われる電牧ではない形でやってい

ることをベースとして、それを超えた熊を

捕獲するという話です。 

電牧柵自体でいきますと、やはり鹿と熊

の電牧柵をつくる場合は、高さとか下のも

ぐりを考えたときに、例えば、鹿柵であれ

ば３段とかなのですけれども、熊だと４段

ぐらいで下は潜るのでそれをしっかりやる

とか。 

それから、電圧であれば、感じる電圧は

毛が長いので、その意味からいけば高圧タ

イプというものがあって、今、一般的に推

奨しているのは１万ボルトぐらいです。 

瞬時にショックを与えられるようなもの

を熊柵としてやっているので、もし、熊柵

として既存の鹿柵を使ってやるのであれ

ば、例えば、電圧を変えるとかそのような

補助するとか、あとは、もう１段積むか、

それとも、下が余りにも空いているようで

あればそれを変えるとか。 

今、町として道の補助金で協議会を通じ

て払っている部分がどうなるかは、担当か

らお話しさせていただきます。 

○議長（戸澤義典君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 電牧柵の

設置についてお答えさせていただきます。 

令和５年度につきましては、２４戸の農

家の方が電牧柵の設置、こちらは３段で設

置してございます。 

来年度につきましては４段で、ヒグマ対

策にもなるよう計画しているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） ということは、今

までは鹿対策の電牧柵という理解でいいの

ですか。 

来年度から初めて、ヒグマ対策の４段で

やると。 

それは、町長が言われたように高圧、１

万ボルトでしたか、それに上げてやるとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 電圧の関

係につきましてはこれから協議されると思

いますけれども、３段では不足があるとい

う声がありますので、今後は４段で実施し

たいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 後から町長に聞き

ますけれども、北海道庁に行ったときに、

ヒグマ対策室の課長もおっしゃっていまし

た。 

ヒグマから農作物を守るために一番効果

があるのは、やはり電牧柵ではないのか

と。 

私、質問に書かせていただきましたけれ

ども、道内では八雲町が単費で熊対策用を

やられていると。 

伊藤議員が質問したとおり、町長もおっ

しゃられていましたけれども高圧の電流か

なと、そこは詳しく勉強していませんの

で、この点については再度、私も勉強が足

りなかった部分もあります。 

今の実態、課長の答弁を聞きながら、熊

対策については電牧柵設置が効果的だとい

うことで、このことについて進めていただ

きたいと思います。 

最後に町長、私が質問する中でいろいろ

なことを考えたらいいのではないかという

ことがありましたけれども、奨励金の額に

ついても精査してみるということで、狩猟

免許等取得の経費助成も検討して、これも

精査してみるということがありました。 

その中で、町長は今後、本当に農作物を

ヒグマによる被害から守るためには、現行

の対策のほかに、具体的にこれに力を入れ
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ていきたいんだと。やはり、ヒグマの被害

から農作物を守るために、町長がどのよう

に考えているのか、最後にお伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ヒグマ対策は、今

までも出ていたのですけれども、近年、本

当に多くなってきたというのは事実なので

すね。 

昔のことを言って申し訳ないのですけれ

ども、当時は、出た熊をどう追跡して捕獲

するかというのは、大体出ている数が限ら

れていたので、どちらかというと箱わなを

多くしました。 

それで、その箱わなを人が確認するのは

大変なので、私のときにスマートフォン等

の機械を使って監視できるような形に変え

ました。 

近年、これだけ多くなったときに、やは

り鹿と同じように電牧柵を使うという形に

なってきていると私も聞いています。 

そのときに、補助としては鹿でも熊でも

同じなのできちんと言ってほしい、言うべ

きだというか、これはちょっと足りなかっ

たのかというか。 

ですから、今まで３段で開いてやってい

たときに、例えば、４段にするというか、

そうなったときに今の棒を上げられるかど

うかと。 

熊であれば下に潜るから下げるとか、そ

のようなことをきちんと農家の方々に理解

してもらうと。 

これからであれば、基本的に鹿を追うよ

りも熊を入れていったほうが、内数といっ

たらおかしいけれど、熊の内数が鹿と考え

れば、標準で熊柵をきちんとつけたほうが

いいのではないかなと、私は思うのです

ね。 

電圧も、どちらかというと熊のほうが機

種によっては切替えができるやつもあるの

で、それはきちんと担当から入れるとき

に、ただ補助金があるのではなくて、熊を

排除するために効果的な電牧柵の設置の仕

方とかもあります。 

それから、メーカーもつくっていますか

らそのようなものもしっかり見てもらっ

て、入れた後で後悔しないようなことを、

農家の方々にきちんと伝えていきたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） ヒグマの被害対策

について、最後、町長がおっしゃいました

けれど、私も全く同感であります。 

電牧柵設置に向けて、農家の方に鹿対策

ではないよと、熊対策でもあるよというこ

とも含めて周知を図っていただき、検討し

ていただきたいと思います。 

これについては、これで終わります。 

２点目の犯罪被害者支援等についてです

けれども、町長から御答弁をいただきまし

た。 

この部分については、１回目の答弁で理

解いたしました。 

なお、３点目の物価高騰対策について

も、町長の答弁で理解いたしましたので、

これについては再質問がございません。 

それでは、最後４点目の緑化の推進につ

いて。 

街路樹の管理についてであります。 

街路樹の管理については、これまで各自

治会や多くの町民の皆さん、議員の一般質

問で取上げられていますが、町長は、街路

樹の現状についてどう思われているのか、

率直なところをお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 街路樹は必要だ

と、私は基本的に思うのです。 

やはり、緑化を推進する、木を植えると

いうことは、周りの方、町も含めて、その

木が大きくなるという覚悟を持って植えて

いかなければならないと、私は思うので

す。 

結果的に今、柱みたいなものが街路樹と

してあることに対して、私は非常に残念に
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思うというか、ただそれを一遍に全部変え

られるかどうかとなると、それも難しいと

いうことがあるので、少しでも切り替える

努力をしましょうと。 

ですから、新たな道路を整備するときに

は全部切替えして、新たに木を植えてはい

るのですけれども、そのときにも担当には

何を植えるかということをきちんと考えた

中で、その木が成長してもいいのか、それ

とも、きちんと木の形を維持しながらそれ

を保つ、言うならば、大きくさせないため

の管理をするかとか、そのようなことを考

えて植えてほしいと言っております。 

このような言い方を私からするのはおか

しいですけれど、今の状況についていいと

は思っておりません。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 町長がおっしゃら

れたとおりの現状について、多くの町民の

方も本当にどうなのかなと思っているとこ

ろであります。 

そこで、過去の一般質問を調べてみまし

た。 

令和２年６月定例会で、上杉議員が同じ

一般質問をしました。 

このときに副町長は、強剪定をしている

街路樹を今からまたきれいな樹形に戻すの

はなかなか難しい部分があり、今後、地域

住民の方と街路樹の在り方についてきちん

と話合いをさせていただきまして、予算に

つきましても町ですべきもの、必要なもの

は、これから街路樹の整備に向けて協議を

しながら、町民の協力を得ながら行ってい

きたいと答弁されておりますが、これまで

の取組経過等について伺います。 

○議長（戸澤義典君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいまの街路

樹の整理でございますけれども、当時、令

和２年という話でございましたけれども、

その後、町長が今お話ししたとおり、既存

の街路樹の植え替えというのは私の認識で

はありませんが、道路・歩道整備に併せま

して街路樹を更新して、地域の方と話しな

がら植え替えというか、自主剪定も含めて

進めてまいっております。 

今後につきましては、町長がお話したよ

うに、道路とか歩道の整備だけでなくて、

既存の街路樹の部分についても更新等を含

めていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 副町長、ちょっと

気になったのが、予算につきましても町で

すべきもの、必要なものはこれから協議を

しながら進めてまいりますということの中

で、どのような検討をされたのかなという

ことが疑問だったのです。 

現状については分かりました。 

そこで、町長の答弁で、剪定や伐採につ

いては苦情や要望が数多く、ある自治会か

らは街路樹撤去の要望を受けている、イチ

ョウについては落ち葉の苦情が多いことも

あり、強い剪定をせざるを得ない状況にあ

るとのことです。 

ここで、私もちょっと考えましたけれど

も、一番問題なのは、落ち葉の撤去作業だ

と思います。 

この落ち葉の撤去作業は、地域の住民の

方が高齢になってきてできなくなってきて

いるかと思います。 

こうした落ち葉の撤去作業がなければ、

住民からの苦情はないと私は思います。 

そこで、町は、これまで町道改良工事に

併せて街路樹を整備し、その落ち葉の撤去

作業、維持管理を各自治会等に協力いただ

いておりましたけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、少子高齢化によって、落ち

葉の撤去作業がかなり地域住民の負担にな

り、今後ますます各自治会等ではできなく

なる状況にあると私は思います。 

ですので、街路樹の強い剪定をするので

はなく、環境美化、景観形成を守るために
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も、一部、他の自治会でも導入し、上杉議

員の一般質問の中にもありましたけれど

も、この落ち葉の撤去作業ができる各自治

会等には奨励金等を出すとか、どうしても

できないところは、民間業者への委託を検

討すべき時期に来ていると考えます。 

このことにより、落ち葉の苦情はなくな

り環境美化になりますが、町長の考え方を

お伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） イチョウを一つの

例として、今、馬場議員がおっしゃったよ

うに、地域でそれぞれ落ち葉を拾っていた

だいたということだと思うのですね。 

私が若いときは、あえて広葉樹とか葉っ

ぱを切ることで、それを地域の方みんなが

外に出てきて、落ち葉を拾いながら会話を

したり、そのようなことで街路樹の役割と

しては非常にあるという話をしていまし

た。 

そうは言っても、今おっしゃったように

高齢となったときに、拾ってあげたくても

そこまで対応できないと、今回も地域懇談

会をやったときにそう言われました。 

ですから、木をすぐ伐採できればいいの

ですけれど、今回、提案のあったことも含

めて、葉っぱが出る中においては、地域が

できなければ回収方法をどうするかという

ことを考えていかなければいけないと思い

ます。 

できれば、地域に関わっていただけるの

であれば、今回、御提案があったようなこ

とも含めてどうすることがいいか、検討は

していきたいと思っております。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 先ほど、町長も言

っていましたが、家の前にある木が１本、

葉がないような木ではなくて、北大のイチ

ョウ並木とか、私も北見市へ見に行きまし

た。 

本当にすばらしい情景になってございま

す。 

最後になりますけれども、先ほど町長、

副町長も言っていましたが、当面、老木化

や病害などの影響を受けている既存の街路

樹に更新に併せて、例えば、シラカバやイ

タヤカエデ、ブルーベリーなどの別な木を

植栽してはどうかと考えます。 

そこで、ある町民の方の提案であります

けれども、イタヤカエデなどの木を植え

て、樹液でメープルシロップを生産し特産

品にすべきだろうということであります。 

当面、老木化や病害などの影響を受けて

いる既存の街路樹の更新に併せて、町長、

今後の街路樹の在り方についてどのように

考えているのかお伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 緑化というか、町

の中に緑を多くしたいという気持ちを私は

持っております。 

その中で今、街路樹だけでなくて公園も

含めて、木をどう維持するかということを

考える必要があるかなと思っています。 

例えば、今進めていただいているのは、

魚無川の桜であれば、ただ枯れていくだけ

ではなくてきちんと維持をして、そこが桜

並木になるとか、守らなければいけないと

ころは、きちんとみんなで守っていく。 

そして、街路樹の部分については、新年

度の中である程度、そこまで多くはありま

せんが単費になるので、木の置き換えを試

験的にやってみて、皆さんどうでしょうか

ということを考えてみようという指示を出

しております。 

今言ったように、木の樹種も含めて、例

えば、イチョウが植えてあるところに地域

の人が言った、議員がおっしゃったような

イタヤカエデとかがいいのであれば、それ

も環境を含めて大きくできるかどうかをき

ちんと考えないと駄目だと思うのです。 

ですから、そのことも引っ張らないで、

時間をかけないでいろいろなお話を地域の

方々、それから、役場内部でも協議した中
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で、少しでも町の中に緑を増やす努力を。 

木だけではなくて今、皆さんは花につい

て一生懸命やっていただいていますので、

そのことも含めて美化、緑化も進めていけ

ればと思っております。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 町長の思いは分か

りました。 

ぜひ、これがすばらしい街路樹だと言わ

れるように、私もまたいろいろな部分で勉

強しますけれども、町長も今、発言された

とおり緑の町ということでさらに推進して

いただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（戸澤義典君） これで、２番馬場

博美さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１４時２５分とします。 

午後２時１４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時２５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） 〔登壇〕 それ

では、さきに通告しております３点につい

て、お伺いしたいと思います。 

まず１点目、危機管理行政について。 

一つ目、災害時における第５旅団隊区内

２市８町との連携についてお伺いいたしま

す。 

美幌駐屯地が改編され、半年が過ぎまし

た。 

この間、大きな災害もなく、美幌駐屯部

隊が出動することもありませんでしたが、

部隊の熟度を上げるために訓練が多くあ

り、美幌町から不在になることも多くあっ

たと思われます。 

部隊訓練などで美幌町にいないときに災

害が発生した場合、隊区内の市町、美幌駐

屯地、帯広第５旅団本部との連絡・連携等

はどのように行われているのか、お伺いい

たします。 

また、将来のＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情

報流通ネットワーク）活用に向けて、第５

旅団本部と運用方法などを検討または協議

を行ったことがあるのか、併せてお伺いい

たします。 

同じ項目の二つ目、長期訓練、災害時に

おける留守家族支援に関する協定書につい

て。 

留守家族支援に関する協定書は、美幌町

が全国に先駆けいち早く締結し、側面から

美幌駐屯地の隊員・家族を支援しているこ

とは、十分に理解しているところでありま

す。 

協定を締結し約６年が経過しますが、締

結当時と現在では駐屯地隊員の年齢構成、

家族構成、出身地等の状況が異なってきて

いると思います。 

町として、現協定書の支援内容を見直さ

ずに現行のままで支援していくのか、また

は、協定内容を見直して支援の充実を図っ

ていくのか、お伺いいたします。 

２点目であります。 

教育行政について。 

トレーニングセンター耐震補強工事、ス

ポーツセンター全面改修についてお伺いい

たします。 

スポーツセンターは、平成３０年に約２

億円をかけて耐震補強工事が行われました

が、今年で築５２年が経過し、法定耐用年

数を超えております。 

また、トレーニングセンターは、来年度

から総事業費約２億円をかけて耐震補強工

事が行われる予定でありますが、今年で築

４７年が経過し、法定耐用年数が間近に迫

っております。 

このことから、スポーツセンター、トレ

ーニングセンターについて、次の３項目を

お伺いいたします。 

一つ目、約２億円の事業費をかけた改修
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後、建物を何年維持できると考えているの

か、お伺いいたします。 

二つ目、今後、両施設において、どのよ

うな改修工事が予想され、また、それに伴

う工事金額をどのように見積もっているの

か、お伺いいたします。 

三つ目、両施設を解体し、新たに使い勝

手のよい施設に建て替える考えはあるのか

どうか、お伺いいたします。 

３点目であります。 

町有地植林について。 

一つ目、日並町有林の将来へ向けての植

林についてであります。 

令和３年にＪＡびほろから購入した日並

牧場内の一部には、令和３年度から水源地

への影響にも配慮しながら、広葉樹を植林

されていると思います。 

現在、様々な企業の方々に、町有地へ植

林していただくことで、美幌町と関係を持

っていただいておりますが、令和６年には

日並牧場内購入地の残地が約２０町歩とな

る予定で、残り僅かとなってきておりま

す。 

現在でも多くの企業の方々が植林を希望

されていることから、関係人口を増やし、

美幌の将来に夢を持てる、美幌を全国に知

らしめる、このようなことを実現させる手

段の一つとして、日並牧場内購入地の活用

が必要であると考えております。 

現在は、ミズナラ、ヤチダモ、シラカ

バ、カラマツを植林していますが、例え

ば、スポーツメーカーやプロ野球球団等

と、バット材であるアオダモを植林するイ

ベントなどを考えることはできないのか、

お伺いいたします。 

以上３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 大原議

員の御質問に答弁いたします。 

なお、教育行政につきましては、教育長

から答弁いたします。 

初めに、危機管理行政について。 

１点目の災害時における第５旅団隊区内

２市８町との連携についてでありますが、

今年３月に改編されました第６即応機動連

隊は、災害等において優先的に派遣される

部隊であり、遠方や長期間の訓練も実施さ

れているところであります。 

第６即応機動連隊が長期間の訓練などで

美幌駐屯地から離れたとしても、全ての隊

員が不在になることはなく、駐屯地の機能

維持や隊区内で災害等が発生した場合に備

えて、一定規模の隊員は残されておりま

す。 

仮に、残っている隊員だけでは対応でき

ない規模の災害が発生した場合には、第５

旅団から応援の部隊が派遣されることにな

っております。 

なお、災害時の第５旅団との連携・連絡

方法につきましては、災害等により地域に

被害が発生する恐れがある場合は、第６即

応機動連隊の第２科または第３科と連絡を

取り合い調整が行われ、派遣が必要な場合

は、オホーツク総合振興局長を通じて北海

道知事に要請する体制となっております。 

また、ＳＩＰ４Ｄの活用についてであり

ますが、２市８町を対象として美幌駐屯地

で開催しています災害対処研修会におい

て、昨年はＳＩＰ４Ｄの説明を受けてお

り、今年１０月にはＳＩＰ４Ｄを研究開発

している防災科学技術研究所の主任専門研

究員を招いて活用に関する説明を受けたと

ころであります。 

説明の中で、現在は自衛隊のシステムを

ＳＩＰ４Ｄと連接することは困難であるも

のの、消防や警察などを含めた実動機関と

連接できるシステムの標準化を目指すとの

ことでありましたので、今後の開発・活用

に期待しているところであります。 

２点目の留守家族支援についてでありま

すが、部隊が派遣される場合は、協定書に

基づき家族会や隊友会をはじめとする関係

団体と連携を図り、保育士等の派遣や留守

家族への訪問など、隊員及び御家族の不安
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を少しでも解消するため、地域が一体とな

ってきめ細やかな支援に努める考えであり

ます。 

現在の協定内容の見直しにつきまして

は、平成３１年１月に協定を結んでから期

間が経過しており、様々な状況の変化も考

えられることから、美幌駐屯地と協議を重

ね、必要に応じて見直しを図ってまいりま

すので、御理解をお願いいたします。 

次に、町有地植林についてですが、本町

では、企業の森づくりとして町の森林整備

の取組に御賛同をいただいた４０を超える

企業・団体の方々と町有林への植林活動を

行っており、令和４年度からは地元小学生

による苗木づくりを通した環境教育の提供

や、道外・町外の高校生による植樹イベン

トを実施するなど、様々なイベントを実施

しております。 

御質問のバット材となるアオダモの植林

につきましては、現在、北海道内でのアオ

ダモの苗木の生産量はごく僅かで入手困難

であることから、町有林へのアオダモによ

る植林活動は難しい状況にありますので、

御理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 大原

議員の御質問にお答えいたします。 

昭和４６年建築のスポーツセンターは、

今年で５２年が経過し、法定耐用年数の 

４７年を超えております。 

また、昭和５１年建築のトレーニングセ

ンターは、今年で４７年が経過し、法定耐

用年数の５０年に間もなく達する状況にあ

ります。 

１点目の改修後の建物の維持年数の考え

でありますが、美幌町社会教育施設等長寿

命化計画において、目標使用年数を８０年

以上と設定しているところであります。 

このため、今後とも施設の機能維持や小

破修繕に取り組むことで、町民皆さんの大

切な財産の長寿命化を図り、これから３０

年先まで使用できるよう、引き続き定期的

な点検により計画的・保全的な修繕に努め

てまいります。 

２点目の今後の両施設の改修工事であり

ますが、施設の長寿命化を図るためには、

屋上防水、外壁改修、屋根板金など計画的

に工事を進める必要があり、今後、時機を

捉えて改修工事を行ってまいります。 

なお、工事時期など詳細な計画は策定し

ていない現状にあることから、工事費積算

は行っておりませんので、御理解願いま

す。 

３点目の新たに建て替える考えでありま

すが、町民皆さんに親しまれ１年でも長く

使用し続けられるよう、これまでも改修や

修繕に取り組んでいるところであります。 

なお、教育現場では、学校最適化事業や

図書館建設事業などを控えていることか

ら、現時点では両施設を建て替える考えは

ありませんので、御理解賜りますようお願

いいたします。 

以上、御答弁いたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） まず一つ目、危

機管理行政について。 

私が最初にやり始めたのが６月です。よ

うやく半年ぶりにまたこのことについて深

くお話ができるかなと思っております。 

私の勉強不足もあったので、この間、い

ろいろと資料を取り寄せたりして、最終的

に私が言いたいこと、最後に出てきます 

ＳＩＰ４Ｄということにたどり着いたとこ

ろであります。 

なぜ、この話が出たのかというと、美幌

町だけの問題ではない、今の災害というの

は、これから非常に大規模で集中的、いろ

いろな形の災害が起きてくるわけです。 

これを考慮した最初の話で、前第５旅団

長のお話がちらっと出ました。その後に今
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の旅団長の話を町長も聞いているはずで

す。 

このようなものがあるのだけれどもとい

うことで、私の受け取り方としては、投げ

かけてくれたのだなと思ったのです。 

そのときに、ネットワークの関係ですか

ら、町長の得意分野なので早くやるといい

のではないですかと、半分冗談まじりの中

でお話ししたという思いが私はあります。 

その中で、町長には返事も何もいただけ

なかったのですけれども、早急にすぐその

場で返事ができるものではないことは重々

承知しております。 

ただ、これが約１年半かかって、ようや

くこのように前向きな答弁をしていただい

たということにまず感謝をしたいのですけ

れども、投げかけを受けてからの１年半、

何をしていたのだと逆に言いたいのです。 

やはり、災害は人命に関わることですか

ら、このことに対して向こうで紳士的にや

ってくれるのであれば、こちらも紳士的に

応えなければならない。 

それが無理なら無理でいいのです。この

ように言われたことに対して、庁内で部局

に、どのような状況なのだということもお

話しされていないのではないかと、僕は思

っているのです。 

これを今年６月からやってようやく９月

から少しこの話が出てきた。そして、１２

月で煮詰まった話ができたのです。 

管内でこのような話を聞きましただと

か、非常に時間がもったいない。 

町長の対応、今さら聞いても仕方ないの

ですけれども、もしこれからもこのような

ことがあればどう対応していくのか、少し

論点がずれてしまうのですが、そこからお

話をしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、一つの事例

としてＳＩＰ４Ｄについて今、大原議員に

おっしゃっていただいたとおり、廣惠前第

５旅団長から、今後のネットワークづくり

という意味でこのシステムがあっていいよ

という話を一緒にお聞きしたのが多分、１

年半前ぐらいだと思います。 

そのことを踏まえて、防災担当にもこの

ようなシステムがあるよと資料は全部あげ

て、当然、大原議員からもその質問があり

ました。 

その認識として、正直言って、私も調べ

た中で思ったより進んでいないのが事実だ

と分かりました。町村まではなかなかたど

り着いていないということでした。 

実際に、道の防災課にもこのような話を

聞いていますかと聞いたところ、ほとんど

そのシステムを知りませんでした。 

だから、このような話を第５旅団長から

聞いたので、北海道でどう関わるかを調べ

てほしいという話もしております。 

答弁書にも書かせていただきましたが、

昨年の研修会では本当にさわりというか、

表面のところはやっていただきました。 

ですが、大原議員から関わり方をきちん

とすべきだという質問をいただいて、今ど

こまで進んでいるとなかなかはっきり言え

る人がいないので、実際の自衛隊の担当者

というよりも司令に頼んで、今回、東京か

ら開発している方に来ていただきました。

これは、河村司令に感謝したいと思ってお

ります。 

そのことを２市８町の防災会議の中で、

今このような問題もあるけれども、将来的

に有効性はあり絶対につながるよう努力し

ていきたいと。２市８町の担当者はいい話

を聞けたということで、私どもに感謝をし

ていただきましたが、逆に、美幌駐屯地に

感謝しなければいけないことだと思ってい

ます。 

私は、情報を得た段階で担当には絶対伝

えております。 

ただ、言ったように、進みが遅いではな

いかという部分でのチェックというか、指

示については、今、大原議員にこの１年
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半、何をやっていたのだと言われると、私

はそれ以上の答弁ができなくて、それに対

して申し訳ないと思っております。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） これは、国とし

て進めている事業だとお伺いしておりま

す。 

ただ、美幌町の立場として、今まで美幌

町と自衛隊の関係、北の美幌、南の都城と

いう関係も町民全員が知っていると思うよ

うな関係だと思うのです。 

できるできないではなく、うちらが陳情

に行ってもただ言いっ放しではなく、向こ

うでも何を投げかけてくるのか、投げられ

たものに対してしっかり受け止める、それ

がこの一つだと思うのです。 

今、町長が２市８町に声をかけてやって

くれたということでありますので、そこら

辺は大変評価するところであります。 

ですが、自衛隊との関係を全国に知らし

めるためにも、美幌町がリーダーシップを

とってもっともっと深くやっていかなけれ

ばならない。 

美幌町は何回も陳情に来てくれるな、そ

れだけ町民は自衛隊の行事に対してもいろ

いろと協力してくれる、それだけでは済ま

ないと思うのです。 

この後、災害の家族支援にもつながって

いくのですけれども、やはり、このような

ところをいち早く聞き入れて、自分でどの

ようなところが大事なのか、言われたこと

に対してどの程度理解して、そして、どの

部分が必要なのかということをしっかり酌

み取らなければならない。美幌町は自衛隊

と関係がいいですよと甘んじるのではなく

て、こちらからもっともっとやっていかな

ければ。 

多分、美幌駐屯地だとか旅団では、隊員

の方がいろいろ情報を教えてくれるでしょ

う。 

でも、先にこちらから言って、それに今

度２市８町を巻き込むような方法をやって

いっていただきたいと思うのですが、町

長、これから先どうでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、大原議員がお

っしゃったとおり、自衛隊から情報等を得

たものの地域としての努力、また、先んじ

て知り得たものについては、こちらからも

しっかり勉強というか、学んだ中での提言

というか、そのようなことは今後もしっか

りやっていきたいと思っております。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 今、町長という

か、町でも一生懸命、講習会などいろいろ

やっていただいていますので、これ以上

は。 

ただ、期待するのは、美幌町が主体性を

持っていかに第５旅団を巻き込むか。 

町として、道として、旅団との情報は難

しいと書いてありましたけれども、自衛隊

だとか、警察だとか、そのようなところと

はできそうな感じがするのです。 

これも自治体、行政、美幌町のトップで

ある町長に、ぜひともいろいろな情報を得

るようにしていただいて、陳情に行く際

に、あれはどうなっていますか、美幌町も

こうやっているのですがどうですかとやっ

ていただきたい、言っていただきたいと思

っているところであります。 

それでは、２点目の留守家族支援につい

てであります。 

私が思うところ、この協定書を町長も多

分持っていると思うのです。この中身、行

政的な協定書だと思っています。 

全国から美幌駐屯地に隊員が来ていると

思うのです。まして、若い隊員も結構増え

ているのかなと、勝手に感じているところ

です。 

ということは、美幌町外から来る人た

ち、まして家族がある人たちは相当不安を

持っている状況かなと。あるいは、状態か
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なと思うのです。それを表に出さなくて

も。 

私の言いたいことが、たまたま北辰とい

う新聞の中にありました。農家の方の協力

を得てイモ掘りだとか、あるいはいろいろ

なことをやっていただいていると。自衛隊

員とのつながりをいろいろやっている。こ

れなのですよ。このようなことを美幌町が

主体となってやっていただきたいのです。 

ただ行政的な支援の内容だけでは、お母

さんたちに来いと言っても来ないと思うの

です。あるいは、こっちで面倒見ますよと

言っても、なかなか難しいと私は思いま

す。それであれば、どのような対処をとる

のか。 

やはり、災害があるからやるのではなく

て、普段から楽しみながらいろいろなイベ

ント、イベントというと大き過ぎますけれ

ども、つながり方の何か行事みたいなもの

をつくっていくような方法、そのようなこ

とを考えていかないと、父兄たちのつなが

りが薄くなると思うのです。 

普通の民間の人たち、民間企業がみんな

集まれと言ったら、それなりに連携ができ

るような気がするのですけれども、特に、

今までの私の感覚では、自衛隊というのは

特殊な仕事だと思うのです。 

そうなると、夫婦というか、家庭のつな

がりも相当難しいように思っています。 

そこでワンクッション置くためにこの協

定書を利用していただきたい。 

ここの最後に、町長は見直したいと言っ

ています。今、言ったようなことを僕は見

直していただきたい。 

もっと人が集まる、そして、連携ができ

る方策がたくさんあると思うのですよ。今

言ったイモ掘りだとか、いろいろな料理を

つくるだとか、これも一つの手段。あるい

は、別な方法がいろいろあると思うのです

よ。 

総務部長、頭の中にいろいろと入ってい

ますよね。今までの経験で、そのようなこ

とを考えていただくことはできないでしょ

うか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 家族支援の一つの

流れとしては、駐屯地内で業務隊が中心に

なって、隊員が不在のとき、有事のときに

家族のみなさんをどう支えるかというシス

テムは出来ております。 

今までの協定というのは、その中で足り

ないものがありませんかということで打合

せして、協力してきたという実態でありま

す。 

多分今、大原議員がおっしゃったのは、

それを何とかこちらから御用聞き的な要素

ではなくて、自発的にこのようなことをや

りたくてその家族の方とか、例えば、イモ

掘りについては、みんなで曹友会の輪をよ

くしたいということでやっているので、そ

のようなことに関われという御意見だと思

うのです。違いますかね。 

そのような意味では、行政がしっかり、

私がリーダーシップを執ってやらなければ

ならないことと、逆に、言葉は悪いですけ

れど町民の方に協力してもらって自衛隊の

人たちと。 

ですから、協定のよしあしというのは、

言われると役所同士の文章だと思います。 

言われたことは十分に分かります。 

ただ、どれだけできるか分かりませんけ

れど、私は今、大原議員、それから町民の

皆さん、自衛隊の方、皆さんの環境づくり

をよくするために努力するということを言

わせていただくことで、お許しください。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 今、町長言った

ように、これはこれでいいですよ。 

ただ、これだけでは冷たすぎるような協

定なのです。 

私が言いたいのは、どこかで音頭を取る

団体、僕はここに書いていただきたいので

す。協定に付け加えていただきたいので
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す。町民との交流だとか、いろいろなこと

を。 

例えば、町外、道外から来た人たちに美

幌町を知ってもらおうということで、バス

を借りて美幌町の施設をぐるっと回るだと

か、皆さん、みどりの村で１泊キャンプを

しましょうだとか、ただ一つだけ大きいく

くりでやればレクリエーションになってし

まうのです。 

先ほど言いましたけれど、イベントとい

うと大き過ぎるので、そのようなレクリエ

ーション的なことを含めていただきたい。

もっと分かりやすく、軟らかくしていただ

きたいのです。 

美幌町民も賛同していただけるような、

協力していただけるような、確かに、曹友

会の中には平岡さんともう一人の名前があ

りましたけれども、このような方たちにも

っともっとお願いするようなことが行政の

役目だと。 

そして、道外あるいは町外から来ている

隊員の方たちの家族に、美幌は本当にここ

まで手厚くしてくれるのだというような行

政にしていただきたい。 

今、河村司令がこの間の防衛講話、ある

いは、その前に集まったときに、留守家族

支援の協定、皆さんの協力をぜひお願いし

ますと、２回言っているのですよ。 

ということは、僕の感覚として本当に何

か足りないものがあるのではないかなと。

それが、僕にとってはこれなのですよ。も

っと軟らかい、人に伝わるような協定書を

つくっていただきたい。 

あるいは、２市７町も同じような協定書

をつくっているのです。 

やはり、美幌町だけで無理であれば、例

えば、ここから置戸の鹿ノ子ダムへ行きま

しょうだとか、そして向こうの協力を得る

だとか、それこそ連携ではないですか。 

首長で集まった際にはこのようなお話も

していただいて、これからどうでしょう

か、こうでしょうかとやっていただきたい

という思いがあるのですけれども、いかが

でしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今おっしゃられた

ことは十分に理解もできますし、あえて答

弁というわけではないのですけれども、一

つ一つ心が伝わるものを、自衛隊員の方々

に提供していきたいと思います。 

また、私どもの町だけではなくて隊区内

に２市８町ありますので、それぞれの首長

だけではなくて担当者も含め、実際に美幌

だけではなくて北見に住んでいる方もいら

っしゃるので、その周りの方々も含めて、

美幌駐屯地にいてよかったという環境づく

りには努力したいと思います。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） １点目は終わり

ます。 

次に、３点目の町有地の植林についてお

聞きしたいと思います。 

一番最後に答弁されていたのですけれど

も、植林活動は苗木の確保が難しいので非

常に難しいと。 

この答弁は、町長に最後の確認を取って

の答弁であると、僕は思っています。そう

ですよね。 

ということは、まず、町長にお聞きした

いのは、アオダモの苗木の生産量はごく僅

かで入手困難、これはどこでどのように聞

いたのか、町長から直接お話を聞きたい。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、特定の樹種

の植栽に対して、私も担当に同じ質問をし

ました。 

それで、その苗木が手に入るかというこ

とと、樹種によってはこの地域に向かない

樹種もあるのです。そのような適性も含め

て、需要の関係とかを調べてほしいと。 

それから、アオダモ資源育成会というも

のがあります。そこが、バットとかそのよ

うな部分をやっているのですけれど、その
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供給量だとか、どこに出しているかという

ことも調べてもらいました。 

そのことで、答弁の仕方はすごくつっけ

んどんに「できません」で申し訳ないので

すけれども、この樹種を植えるということ

は美幌では難しいという判断です。 

結果的に、議員は、この木を植えること

の前段として美幌がやっていることを評価

してくれて、それを広げる方法を例えばと

いうことで言っていただいたと。 

この樹種としては難しいけれども、企業

の森林づくりという部分では、今、関わっ

てくれる人たちの輪がどんどん広がってい

っています。 

それも植えるだけではなくて、答弁書で

も書きましたけれども、実際に企業の方が

木を植えた後に山へ行って、町有林でどん

ぐりとかを拾って、それを今度は旭小学校

へ持っていって育ててもらうとか、そのよ

うなやり方。 

それから、全国で環境について高校生の

集まりがあったときに、木を植えるフィー

ルドとして美幌にやらせてもらえないかだ

とか、そのような広がりを持っている状況

があります。 

そちらは、今以上にしっかりやっていく

ということを丁寧に書いて、この木につい

ては難しいと書けばよかったのですけれど

も、私が最終的に答弁書としてお渡しした

わけですから、思いとしては、当初議員が

おっしゃろうとしている思いと同じよう

に、これから企業の森林というか、それを

広げていきたいという思いではあります。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 今、町長が言っ

たように、美幌町で本当にアオダモを生育

できるかどうか、私も不安だったのです。 

ネットだとかで調べても、適性地という

のは出てこないのです。本当に出てこな

い。 

それで、知っている造林屋あるいは苗木

屋に二、三当たって聞いたのです。そうす

ると、できないことはないということだっ

たのです。今、町長が言ったようなことで

はなかったのです。 

そして、この苗木も今すぐないのは分か

るのです。いろいろなところから聞くと。 

種を買って植えたら二、三年で出せると

いう話なのです。決してできないわけでは

ない。 

僕がなぜこのアオダモにこだわるかとい

うと、１回目の質問に書いていますけれど

も、道南のほうでこのアオダモの森をつく

って、ファイターズと契約というか関係を

結んでやっているところがあるのです。 

私は、ファイターズとは言わない、その

ようなスポーツメーカーでも何でもいいの

です。 

名の売れたところとそのような話をして

いただいて、美幌町ここにありと、日本全

国に美幌町を売っていただきたい。 

そして、名のあるところが来れば、町長

がいつも言っている関係人口、これがもっ

ともっと広がるのではないかという思い

で、このお話をさせていただいたのです。 

だから、決してこの答弁であるようなこ

とではないと思っているのです。 

できない、難しい、僕はそのようなこと

ではないと思う。 

確かに、これをやるには年月がかかりま

す。まして、広葉樹というのは５年、１０

年あるいは２０年、３０年で出来るもので

はない。アオダモは特に木が密ですから育

ちが遅い。 

５０年、６０年かかって当たり前、かえ

って僕はかかったほうが嬉しいのです。そ

れだけ関係をずっと長く続けられるのです

よ。 

であれば、もう一度お伺いします。 

町長が先ほど言ったように本当に難しい

のか、できないのか、今言ったことが可能

であれば考え直していただけるのか。 

将来に向けて関係人口をもっと増やすと
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いうことをやる。私の言っていることが間

違いなのか。そのことを町長にお伺いした

いと思います。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、提案があった

ことについては、私は、町としてはそこま

でというよりも、今のところやらないとは

っきり言ったほうがいいのかなと思いま

す。言っていることはもうそのとおりで分

かります。 

ですが、今まで私どもがやってきたこ

と、同じようなことはやっているのです

よ。 

例えば、ｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓという坂

本龍一さんが関わっているところを通じ

て、いろいろなところと関わりを持ってい

ます。 

本当に大事にしていただいて、例えば、

あいおいニッセイ同和損保の森ということ

で、これも美幌で植えています。 

それから、ロイヤルマーケティングとい

うかＰｏｎｔａカード、ルートインとかを

通じて、ＪＡＬとかそのようなところへも

広がっていっています。 

切り口としては、バット材というのも一

つですけれども、やっているところをしっ

かり充実したいという思いもあって、やる

かやらないかという２択であれば、言葉と

してはきついかもしれませんがやらない

と。 

今回、亡くなられたことは本当に残念で

ありますけれど、ｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓの

坂本龍一さんには美幌へ来ていただきまし

たし、次の会長は隈研吾さんになりました

が、今後も関わってくれることになってい

ます。 

あと、グリーン購入ネットワーク、これ

は東京都市大とか、また別な広がりを持っ

ていてずっとやらせていただいています。 

着実に芽が出ている部分を政策的にきち

んと整理して、今は経済部で関わっていま

すけれど、町としてやっていることを町民

の方にしっかり伝えながらやっていくこと

で、関係人口とか、交流人口、この頃言わ

れる協働人口という形にも広がっていける

と私は思っています。 

この質問に対しての答えとして申し訳な

いのですけれども、一つのやり方としては

それもありだと思います。 

ですから、美幌で生育できるかどうか分

からない、どちらかというと道南のほうが

木も多いですし、実際に調べた中でいけば

石狩管内で１社とか、十勝で２社が扱って

くれたり、苗の種は全部北大からいただい

てそれをベースに増やしているのです。あ

と、挿し木などもありますが。 

そのような意味からいけば、本当に繰り

返しますけれど、今やっていることの輪の

広がりがまだまだ出てきていますので、そ

れをしっかりやりたいという思いで、この

ような答弁をさせていただきました。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 今、お話を聞く

と、今やっていることに対してもっと充実

したいと受け取りました。そこで満足して

しまっているのかなと。言い方が悪いので

すが。 

今までやっていただいたこと、その方た

ちともっともっと深く関係を持ちたい、そ

のように受け取れたのです。 

逆に言えば、それ以上、関係人口を増や

さないのかと受け取れるのです。今の答弁

だと。 

私はもっとインパクトのある、確かに、

ＪＡＬだとか、隈研吾さん、美幌町民の方

たちに隈研吾さんを知っていますかと聞く

と、知らない人が多いと思うのです。建築

士だか、設計士でしたよね。 

そのようなところに満足しないで、私は

もっと幅広くやっていただくことはできな

いのかなという簡単な発想なのです。難し

いことは言わない。 

町長が今まで関係人口を増やしたい増や
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したいと言っているのです。どこの委員会

でも、議会の中でも、いろいろと。 

なぜそこで止めるのですか。私はもっと

広げてもいいような気がします。 

確かに、もっと充実した付き合い方をし

てもいいのですよ。 

それはそれとして部下に任せて、町長が

企業に行ってもう一度、いろいろとお話を

して、最終決断すればいいのです。その手

段というのは、部下がやればいいのです。

最終決定は町長です。 

その合間に、なぜ、もう少し関係人口を

増やすという発想を持てないのか、いまい

ち納得できるものがないのです。 

どうしてもできないというのであればそ

れも仕方ないです、それで終わりです。こ

れはこれでやめます。お話ができないので

すから。 

そこだけもう一度、しつこいですけれど

も、本当に関係人口を増やすという思いは

あるのかないのか。 

ということは、これだけではないです

よ、政策的には別ですけれども、いろいろ

なことに関して。 

そのような思いが私は強すぎますので、

ぜひ、いま一度、答弁をお願いしたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私の説明が悪いと

するならば訂正させていただきたいのです

けれども、今、ｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓとか

グリーン購入ネットワークとかを核とした

広がりというのは、どんどん広がっていま

す。 

その意味では、関係人口は確実に広がっ

ていると私は思いますし、日々広がる努力

はしているつもりです。 

ただ、一つの切り口として、アオダモを

使って関係人口を広げるということについ

ては、そこまでには至らないというか。 

ですから、例えば、今回そのようなお話

をいただいて、町でその苗を研究できる

か、植えるかとか、そのようなことはでき

るかもしれません。 

アオダモの木を何とか手に入れて、美幌

で植栽、植栽というよりもどこかと提携し

て植えるところまでは進めています。 

そこをきちんと充実というよりも広がる

可能性がどんどんあるので、あれもこれも

と手が回らないというのが実態です。 

今回、言われた思いはしっかり受け止め

ます。 

ただ、やるかやらないかのことでいけ

ば、今の段階では難しいと思ってくださ

い。 

関係人口を広げるという中でいけば、私

も担当も人に恥じることなく、自分の範囲

の中で最大限努力はしていますし、これか

らも町長としてその努力をしていく考えで

ありますので、何とか御理解いただきたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） それでは、大好

きな教育行政に移らせていただきます。 

サニーセンターのことから入っていかな

ければならないのかなと僕は思っているの

です。 

当時、サニーセンターを建てるときに、

私ともう一人の同僚議員が非常に反対しま

した。場所もおかしい、広さもおかしい

と。 

当時、トレーニングセンターに職訓が入

っていました。そのときに、まだ決まって

はいないけれども撤退すると、当時の関係

者から聞いているのであそこは空くのだと

確証を私は持っていました。 

ですから、あそこにサニーセンターをつ

くるのであれば、トレーニングセンターと

スポーツセンター全部１回壊して、併合し

てつくったらどうだということも、私は言

った覚えがあります。 

そして、サニーセンターのことも元教育

長、委員会の中で１時間近く話し合ったこ
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ともあります。 

あのつくり方はおかしいと、そのときは

２人とも、お互いに顔を真っ赤にして揉め

ました。 

でも、結局はあなたたち行政の言うとお

りにしかつくらない。今はどうですか。 

あなたたちが最初説明したとき、駐車場

は広くなります、狭くなることはありませ

ん、そのような話でした。まず、駐車場か

らいくと狭いのです。あなたたちが言った

ことはうそですよ。 

確かに、砂利のところを舗装にした、そ

の分が駐車場というのであれば増えていま

す。 

ただ、サニーセンターが出来た分、今ま

で停めていたところがなくなっているので

す。イベントがあるとき、全部別のところ

に移している。不便なのです。 

スポーツセンターは昔、トレーニングセ

ンターがないとき、東口から入っていって

観客席、トイレ全てありました。一つにし

て受付もありましたから、あの場所で済ま

せることもできたのです。観客もすぐ上か

ら行って応援もできたのです。 

トレーニングセンターが出来た途端、こ

ちらに受付を持ってきた。当時はよかった

ですよ、仕方ないですよね、行くところが

ないから。 

トレーニングセンターとスポーツセンタ

ーの受付をしなければならない。そのため

に真ん中に持ってきたのは分かります。で

も、現状どうですか。 

スポーツセンターで大会をやっていると

き、コートの横を通って選手、父兄、応援

団がぶつかりながら行くのです。あの狭い

ところを通って観客席まで。まずそこから

不便。 

それと、トレーニングセンター、今使っ

ていない部分がたくさんある。調理室をは

じめ２階の部分、非常にもったいない。 

それであれば、果たして２億円、２億

円、そのほかにこれからも小さい修繕費が

かさむでしょう。 

法定耐用年数が５０年、これは税制上の

問題ですから、何年もたせようといいので

すよ。 

あなたたちの理論からいくと、なぜ庁舎

を直したの、町民会館を直したのと私は思

ってしまうのです。少し直せば８０年、９

０年もつのではないか。なぜ何十億円もか

けて建てるのだとなってしまうのです。 

やはり、町民たちに使い勝手のいい施設

に。これから先どのぐらいお金かかるか分

からないような施設、トレーニングセンタ

ーだけで２億円かけるのですよ。 

果たして、教育長が言うように、あと 

２０年、３０年もたせたいと。もたせたい

のはいいですが、非常に使い勝手が悪い

と。 

使い勝手が悪いから何でもかんでも直せ

とはなりませんよ。ただ、それで本当にい

いのですかという思いがあります。 

やるときにはがっちりお金をかけて一体

型でやらなければ、これからの行政は人が

足りなくなる、入ってくるお金もなくな

る。やはり、何かを集約していかないと。 

集約といってもあそこはもう集約されて

いる部分なのです。でも、そのような集約

ではなくて、もっと使い勝手のいい集約の

仕方があるのではないのですかと。 

そんなこと言っても多分、直すものは直

します。トレーニングセンターの耐震化。 

教育長、あと２０年、３０年使いたいと

いうのは分かるのです。それであれば、も

っと内部改修して、使い勝手のいいもの

を。 

例えば、調理実習室は使っていない、２

階の会議室も余り使われていない、そのよ

うなところも改修して、使い勝手のいいよ

うなものにできないですか。それなら何と

なく理解できる部分も少し増えるのです。 

ただ改修しました、耐震化しました、そ

れは分かります。 

今５０年たちました。 
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その辺からもう少し先の見えた、計画性

を持った事業というものをやっていただき

たいという思いなのです。その辺、いかが

でしょう。 

今言ったように、使っていない部分をも

っとうまく利用できるようなやり方だと

か、あるいは、最初に言ったようにスポー

ツセンター、あれだっておかしい。変なこ

としたらけがしますよ。 

その辺を含めて、答弁願いたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいま御意見

等をいただいたところでございますが、ま

ず１点目のスポーツセンターの東口の関係

でございます。 

議員おっしゃるように、確かに、過去は

東口を使っていたという経過がございま

す。 

その後、トレーニングセンターを建て

た、サニーセンターを建てたという中で、

施設を一体的に管理していくということで

このような形になっていますけれども、実

際、年に何回か、バスケットだとか大きな

大会がございます。 

そのようなことで、特に子供たちも集ま

るということもありますので、大会時の動

線、この辺について考えさせていただけれ

ばなと思うところであります。 

例えば、議員おっしゃるように、アリー

ナの中を通らないで東口から出入りするだ

とか、そのような工夫をしたり、私が今ぱ

っと頭の中で考えたものですので根拠も乏

しいところでございますが、どのようにし

たら使い勝手がよくなる、安全に使える、

さらに安全を追及できるかということを、

教育委員会の中でも検討させていただけれ

ばと思っております。 

次に、施設改修そもそものところでござ

いますけれども、がっちりとやるべき、や

るときにはやるべきだと。 

さらには、公共施設等総合管理計画のこ

とをおっしゃられていたと思いますけれど

も、集約すべきということも理解するとこ

ろでございます。 

いかんせん、今のスポーツセンターは、

平成２１年に約７,０００万円をかけて床と

屋根をやっております。 

さらには、平成３０年に耐震改修もさせ

ていただいております。 

今バスケットの大会とか年に何回かござ

いますけれども、２面使ってやれるコート

は管内的にもそうない状況にございます。 

そのような中で、立派な体育館、立派な

コートを使っている中で子供たちも練習し

ておりますので、そのような環境を少しで

も維持したいという思いもございます。 

当然、予算の制約もありますけれども、

今ある建物を使って少しでも使い勝手をよ

くしていきたいという思いで、今回、実施

設計を提案させていただいているところで

ございますので、何とぞ御理解いただけれ

ばと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 理解したいので

す。でも、理解できないから、こうして一

般質問をしているのです。 

ただ、トレーニングセンターの使ってい

ない部分もありますけれども、その辺をこ

れからどう考えていくのか。 

今、教育長が言うように、これから耐震

化してやるならやってもいい、仕方ない。 

それこそこれから先、いろいろな事業が

あるから、教育委員会のほうでお金がない

のは分かります。それも重々承知していま

す。私が言っていることも無理だというの

は分かっています。 

ただ、どうせやるならがっちりやりなさ

いと。 

そして、しつこいぐらいですけれども、

もっと使い勝手がいい、いろいろな部分が

空いているのであれば、そこを何とかうま
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く利用できるように考えていかないと。 

私は、長寿命化は仕方がないと思ってい

るのです。これから先、お金が入ってくる

のはどんどん少なくなりますから。もう入

ってこないですよ。国からも来ない。 

最初、決算の聞き取りのときに今の監査

委員から、これからの美幌町の財政は非常

に厳しいと、そのような指摘を受けまし

た。 

ということは、詰めるところは詰める、

やるところはやる、線引きをしっかりして

これから組んでいかないと。ただだらだら

と、これだからやります、あれもやりま

す、いやできません、それでは駄目だ。 

やはり、前にも言ったけれど、自分たち

の腹を持って決めていかないと、美幌町は

駄目になりますよ。そのぐらいの気持ちで

これから先もやっていただきたい。 

まだ話したいことはありますが時間がな

いので、終わらせていただきます。 

以上です。 

○議長（戸澤義典君） これで、１３番大

原昇さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（戸澤義典君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後３時２５分 散会   
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